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平成28年９月14日（水曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第３号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第５号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第６号 宮崎県地方独立行政法人評価委

員会条例

○議案第10号 公立大学法人宮崎県立看護大学

定款の制定について

○議案第11号 公立大学法人宮崎県立看護大学

に承継させる権利を定めること

について

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県移植推進財団

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ー

公益財団法人宮崎県健康づくり協会

○請願第5-1号 介護福祉士等修学資金貸付制度

の強化並びに介護福祉士養成に

係る離職者訓練（委託訓練）制

度の定員数の拡大を求める意見

書の提出に関する請願

○請願第15号 後期高齢者医療制度の保険料軽

減特別措置の継続等を求める意

見書提出の請願

○請願第16号 宮崎県議会よりスティッフパー

ソン症候群を指定難病とするよ

う国の関係機関に意見書を提出

していただくよう求める請願

○請願第17号 子どもの医療費無料化を中学校

卒業まで引き上げることを求め

る請願

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・県立宮崎病院再整備の進捗状況について

・各種入所型福祉施設の安全確保について

・宮崎県地域医療構想（案）について

・公立大学法人宮崎県立看護大学中期目標（原

案）について

出席委員（８人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 野 﨑 幸 士

委 員 井 本 英 雄

委 員 宮 原 義 久

委 員 松 村 悟 郎

委 員 田 口 雄 二

委 員 新 見 昌 安

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 土 持 正 弘

病 院 局 医 監 兼
菊 池 郁 夫

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
阪 本 典 弘

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 長 倉 芳 照

県立日南病院長 峯 一 彦

県立日南病院事務局長 川 原 光 男

県立延岡病院長 栁 邊 安 秀
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県立延岡病院事務局長 青出木 和 也

病 院 局
松 元 義 春

県立病院整備対策監

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

福祉保健部次長
緒 方 俊

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健・医療担当）

こども政策局長 椎 重 明

部参事兼福祉保健課長 渡 邊 浩 司

法人指導・援護室長 池 田 秀 徳

医 療 薬 務 課 長 田 中 浩 輔

薬 務 対 策 室 長 甲 斐 俊 亮

看 護 大 学
河 野 譲 二

法人化準備室長

国民健康保険課長 成 合 孝 俊

長 寿 介 護 課 長 木 原 章 浩

医 療 ・ 介 護
横 山 浩 文

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 日 髙 孝 治

部参事兼衛生管理課長 竹 内 彦 俊

健 康 増 進 課 長 木 内 哲 平

感染症対策室長 田 中 美 幸

こども政策課長 小 堀 和 幸

こども家庭課長 松 原 哲 也

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 弓 削 知 宏

政策調査課主査 大 峯 康 則

○太田委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時４分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴についてお諮りいたし

ます。宮崎市の吉原氏から執行部に対する質疑

を傍聴したい旨の申し出がありました。

議会運営委員会の確認・決定事項に基づき、

許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

〔傍聴人入室〕

○太田委員長 傍聴をされる方にお願いいたし

ます。傍聴人は、受け付けの際にお渡ししまし

た「傍聴人の守るべき事項」にありますとおり、

声を出したり、拍手をしたりすることはできま

せん。当委員会の審査を円滑に進めるため、静

かに傍聴してください。

また、傍聴に関する指示には、速やかに従っ

ていただくようお願いいたします。

それでは、その他報告事項に関する説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○土持病院局長 おはようございます。病院局

でございます。よろしくお願いいたします。

今回、病院局のほうから９月定例県議会にお

願いしております議案はございませんが、本日

は、県立宮崎病院再整備の進捗状況について御
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報告させていただきます。

県立宮崎病院再整備の進捗状況につきまして

は、６月の委員会においても報告をさせていた

だきましたが、現在、病院の各部門へのヒアリ

ングは終了し、基本設計の取りまとめを行って

いるところでありますので、その状況について

御報告させていただきます。

詳細につきましては、次長より説明させます

ので、よろしくお願いいたします。

○阪本病院局次長 それでは、常任委員会の資

料をお開きください。１ページでございます。

県立宮崎病院再整備の進捗状況についてでござ

います。

なお、何カ所か差しかえがございますので、

その都度、訂正箇所について御説明をさせてい

ただきます。

まず、１の経緯につきましては、これまで御

説明したとおりでございます。

２の基本設計業務の相手方でございますが、

日建・コラムのＪＶにお願いしているところで

ございますが、（２）の履行期間につきまして、

今回、変更をしたいと考えております。この履

行期間につきまして、昨年の10月16日から今月

末までと当初はしておりましたが、宮崎病院の

スタッフの皆さんとのさまざまな話し合い、ヒ

アリングを経る中で、大変これについて時間を

要しておりまして、最終確認を行うために１カ

月、10月31日まで延長をいたしたいと考えてい

るところでございます。

それから、（３）の進捗状況につきまして、前

回の説明では、③のステップ３の段階でござい

ましたが、現在、このステップ３を終わりまし

て、最終段階のステップ４、基本設計の取りま

とめの段階になるところでございます。

（４）の検討体制につきまして、①、②につ

きましては、前回と変わっておりません。ペー

ジをおめくりいただきまして、２ページの部門

ヒアリングでございます。前回の常任委員会で

も委員の皆様から、実際に病院の現場で働くス

タッフの声をしっかり聞いてほしいという御提

言もいただきましたので、可能な限りヒアリン

グ、打ち合わせを行いまして、前回はたしか120

回程度と御説明しておりましたが、その後、ふ

えまして160回ほどのヒアリングを実施している

ところでございます。④のその他の医療機器ヒ

アリング40回を合わせまして、およそ200回のヒ

アリングを現在行っているところでございます。

当初これは大体各部門２回から３回程度で100回

程度のヒアリングかなと想定しておりましたが、

丁寧に意見を聞くということで、この倍の200回

にわたるヒアリングを行っているところでござ

います。

新病院の概要でございます。

ここで１点、差しかえ分の訂正でございます

が、平成28年９月１日時点としております。差

しかえ前は８月31日と一日ずれておりまして、

その点が１点修正でございます。

ここにさまざまな数字を書いておりますが、

別添の資料をお配りしておりますので、こちら

の図面でまず概要を御説明した上で新病院の概

要について御説明したいと思います。

資料を別葉で用意しておりますが、まず、１

ページ目に平面図をお示ししております。これ

は建てかえ完成後の平面図でございます。

上に国道10号、これをずっと右に進みますと

宮崎駅に当たります。左に進みますと宮崎大橋、

左縦に国道269号、真っすぐ南に行きますと新し

い橋、天満橋に行く道でございます。

現在、上のところに新病院とありますが、こ

こは、現在は駐車場になっているところでござ
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います。現在の駐車場を潰しまして新しい病院

を建設いたします。現在の建物は、この図面で

言いますと一般駐車場と書いてございます部分

にあります。新病院完成後に引っ越しをいたし

まして、今の建物を除却して、そこに一般駐車

場を整備する予定でございます。

それから、この図面でいきますと、左の真ん

中あたりに管理棟（附属棟）とございます。現

在の附属棟を残しまして管理棟として今後も活

用をしていくこととしております。

なお、ここには、宮崎市の夜間小児医療救急

センターがございます。引き続き、ここでの利

用となります。

それから、図面で言いますと、下に研修棟（精

神医療センター）とございます。現在は精神医

療センターとして活用しておりますが、建てか

え後、精神医療センターについては新病院に機

能を移しまして、研修棟としてここを活用いた

します。

それから、右下に備蓄倉庫がございます。こ

れは引き続き備蓄倉庫として活用いたします。

それから、右のところに立体駐車場というの

がございます。これは新しく整備をいたします。

整備後、若干駐車場が手狭になる、それから、

入院患者、外来患者もふえるということを想定

いたしまして、駐車台数をふやすことで立体駐

車場を整備することとしております。

おめくりいただきまして、建物でございます。

まず、２ページの下に１階、だんだん上に行

くにつれて２階、３階となっております。まず

１階でございますが、正面玄関が南側。今まで

は北側が正面玄関でしたけれども、新しい建物

につきましては北寄りに建てますので、南が正

面玄関となります。

１階部分に総合案内がありまして、レストラ

ン、売店、講堂等を整備いたします。

それから、左のピンク色の部分ですけれども、

ここに救急関係の、救急センターですとか救急

病棟、外来を設けまして、外から救急車が入っ

てきた場合には、すぐにここから搬入できると

いうことになっています。ちょっとわかりにく

いんですが、救急センターの左下、今図面は入っ

ておりませんが、ここに現在の附属棟、完成後

の管理棟が隣接することになります。ここに宮

崎市の夜間小児医療救急センターがございます

ので、夜間の場合は救急センターと密接に連携

することが可能となります。

それから、その他、放射線の診断ですとか内

視鏡の部門が１階にございます。

それから、２階に上がります。上の図面でご

ざいます。２階につきましては、主に青の外来

部分、それから、がんとかそういった部分の化

学療法センター等がございます。

それから、２階の右下、緑色の部分に総合受

付とございます。ここで、まずは、来られた患

者の方は総合受付をいたしまして、それぞれの

外来なり各診療科に行くこととなります。

３ページの下、３階でございます。まず、左

部分にＩＣＵ、集中治療室がございます。これ

は、救急から垂直移動できる場所にＩＣＵを整

備することとしております。それから、濃い青

の部分の手術部門です。後で説明いたしますが、

７室から10室ということで大幅に手術室をふや

します。ＩＣＵにつきましても14床と書いてい

ます。これが今まで６床でございましたので、

倍以上にふえることとなります。

それから、上の４階部分でございますが、左

半分の濃い緑の部分、それと、薄水色、紫の部

分は精神医療センター、外来、デイケアを整備

いたします。
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それから、右上の黄土色の部分が厨房等の栄

養管理部門、それから、右の薄緑色のところは

医局と言いまして、これはドクター等の事務ス

ペースとなります。

おめくりいただきまして、４ページがいわゆ

る病棟です。入院部門の病棟となります。ここ

からが建物の形がシャープを２つ、井桁を２つ、

組み合わせたような形となっております。これ

が今度の建物の一つの目玉でございます。なぜ

このような形になっているかと言いますと、井

桁２つがありますが、それぞれの井桁の中心部

分にスタッフステーション、いわゆるナースセ

ンター部門が、まずはここに集約できるという

こと、それから、ナースステーションからそれ

ぞれの井桁の飛び出る部分に病室があるわけで

すけれども、病室までの動線が非常に短くて済

むと。これが横長の病棟ですと、ナースステー

ションから一番端っこまでがかなり距離が、時

間がかかってしまうという点がございますので、

それを解消するためにこのような形となってお

ります。

５階部分の左上の濃いピンクと薄いピンクの

ところに周産期医療、産科部分の分娩室、それ

からＮＩＣＵ、新生児の集中治療室、ＧＣＵ等

を整備することとしております。

６階部分は、主に外科が中心となる病棟でご

ざいます。特に外科の患者さんにつきましては、

リハビリが必要ですので、左下の薄い紫のとこ

ろにリハビリ部門を設けております。それから、

透析についてもこの６階に整備することとして

おります。

それから、７階は主に内科を中心とした病棟

となります。

それから、この図面にございませんが、実は、

さらにこの上に８階部分を整備することとして

おります。ここは機械室、電気室といった、通

常は人の出入りしない、メンテの場合に必要な

部分を８階に整備することとしておりまして、

その８階の上にヘリポートを整備することとし

ております。

委員会資料にお戻りいただきまして、２ペー

ジの３、新病院の概要でございます。

階構成、面積でございますが、左の縦の表が

新しい建物、右に現在の病院の諸元を記載して

おります。新しい病院につきましては、左の新

病院本館の表の小計、①のところ、４万７千平

米を超える面積となりまして、その右、現病院

が４万平米ほどですので、約７千平米、２割弱

ふえることとなります。

それから、既存の精神医療センターにつきま

しては、若干手を加えますが、面積は変わって

おりません。その精神医療につきましては、新

病院の４階部分に移ります。既存精神医療セン

ターにつきましては、エボラ出血熱等に対応す

る第１種感染病床、それから、研修教育施設、

研修医の宿舎、院内保育、こういったものを整

備いたします。

それから、既存附属棟につきましては、管理

棟といたしまして、宮崎市の夜間急病センター

小児部門についても引き続き機能いたします。

面積は若干減っております。1,849から約1,630

に減っておりますが、これは渡り廊下部分が今

までございましたが、その分がなくなりますこ

とによりますが、機能としては変わりません。

合計で、今まで４万5,612平米であったものが

５万2,457平米ということで、かなりの拡充とな

るところでございます。

ここで１点、差しかえの部分は、新病院本館

の４階と３階の部分の階構成、中身がちょっと

手違いで入れかわっておりましたので、正しい
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ものに修正をさせていただいております。

それから、３ページの主な医療機能でござい

ます。表にしております。

まず、診療科目数については22科ということ

で変わりません。

病床数が若干26床ほど減っております。主な

ところは、一般病床が減っておるところでござ

います。

中身としまして、まず、一般病床の救急病棟

につきましては、23が30ということで７床増、

ＩＣＵ、救急の部分、それと、ＮＩＣＵ等の周

産期部門、これについてもそれぞれ病床をふや

しております。

その他、一般病床が446から408と、38床、約

９％ほど減っております。これは現在でも大体

病床の稼働率が８割弱でございますので、今後

の患者数の増も踏まえましてもこの408床で十分

機能できるものと考えております。

感染症の病床につきましては、１床、トータ

ルでふやすこととしております。

精神病床につきまして、42が35と７床減って

おりますが、これは、今までありました児童の

思春期、小さなお子さんの精神部門を赤江にあ

ります宮崎東病院のほうに機能を移すこととい

たしておりますので、その分の減でございます。

そこを除く分についての機能の変化はございま

せん。

手術室につきましても、先ほど申し上げたと

おり、７を10と３床ふやします。

外来診察室につきましても、72を87と、かな

り大幅にふやしております。救急についても同

様でございます。

それから、陣痛、分娩室、いわゆる出産の部

分でございますが、今まで陣痛と分娩がそれぞ

れ３室ずつございました。これをＬＤＲと言い

まして、右の備考のところに書いております、

陣痛、レイバー、分娩、デリバリー、回復、リ

カバリー、これを一連、一つの部屋で行える、

つまり患者様にとっては部屋の移動をしなくて

済むということで、こういったＬＤＲを６室設

け、機能を充実させております。

透析につきまして、ここは若干差しかえで数

字が変わっています。現病院が８ベッドでござ

います。差しかえ前、ちょっとポータブルの機

械の分を入れておりましたので、そこを10とし

ておりましたが、これを除きまして８というこ

とで修正をさせていただいております。８ベッ

ドが10ベッドにふえる予定でございます。

それと、今回の再整備での一つの目玉でござ

いますが、ヘリポートを整備いたします。

それから、エレベーターにつきましても９基

から14基と、大幅にふやします。

駐車場につきまして、これまで外来・職員用

を合わせまして449台分ございましたが、これも

やはり患者数の増を見据えまして、合計で、外

来平面と立体駐車場を合わせまして610台程度

で、かなりふやしておるところでございます。

（３）の防災機能、災害対策につきまして、

これもこれまで説明しておりますが、耐震性能

を建築基準法で定める性能の1.5倍の、かなり強

度な耐震性能を設けております。

それから、構造につきましては免震構造で、

これがかなりポイントでございます。耐震とし

ておりましても建物自体は揺れますので本体が

壊れなくても中の施設に支障がかなり出てまい

ります。それを防ぐために免震ということで、

建物自体が揺れずに、揺れてもゆっくり大きく

揺れるということで、免震構造をとることとし

ております。

それから、浸水対策でございます。これは、
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せんだっての国土交通省の発表で浸水想定がご

ざいました。大体1,000年に一度と言われます、

かなり大規模な未曾有の水害の場合、県病院付

近が大体1.2メートルの浸水想定となっておりま

した。それに対応するために、現在、敷地全体

を大体1.5メーター程度、かさ上げをいたしまし

て浸水対策を講ずることとしております。

それから、インフラが途絶した場合の対応と

しまして、燃料につきましては３日程度の備蓄

を行うこととしております。水につきましては、

現在もございます地下水の浄化システムを引き

続き利活用いたします。下水につきましては、

２週間程度の貯留を設置する予定としておりま

す。

その他、周辺の被災者の方を受け入れるスペ

ースですとか、あと、ＤＭＡＴの調整本部をで

きるスペースというのを、講堂ですとか売店、

食堂等で想定をしているところでございます。

おめくりいただきまして、４ページ、再整備

のスケジュールでございます。

基本的にこれまでと変わっておりません。基

本設計につきまして、若干平成28年のところが

一月おくれますが、その後のスケジュールには

影響はございません。最終的には平成30年に着

工いたしまして、平成33年には開院をいたした

いと考えているところでございます。

説明は以上でございます。

○太田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。委員の皆様からの質疑はありませんでしょ

うか。

○井本委員 ヒアリングを200回近くやったとい

う話ですが、大体どんなヒアリングあるいは要

望というか、質問があったのか、その辺ちょっ

と聞かせてもらえますか。

○阪本病院局次長 各部門、たくさん御要望を

いただいております。特にその中で大きく、途

中から変わりましたのは、やはりまずは外来部

門につきましてかなり要望があり、ふやしてお

ります。

それから、救急部門についても、やはりもう

ちょっとふやせないかという御要望がありまし

たので、このあたりについてもふやしていると

ころでございます。

○井本委員 ふやしたのはわかるけれど、どっ

か減らさないかんという話になるじゃろ。その

辺はどうなの。減らした分で今度また狭くなっ

とるというふうになりかねんじゃないの。その

辺はどう。

○阪本病院局次長 先ほど御説明をいたしまし

たが、いわゆる入院の一般の病床につきまして

病床数をちょっと減らしております。

○井本委員 ５階から上は病床だろう。４階か

ら下を、何かいろんなところに使っていますが、

この４階のあたりからじゃなくて、病床をとい

うのはどういう意味ですか。

○阪本病院局次長 この数カ月のいろんなヒア

リングの中で、例えば、リハビリ施設とか透析、

それから周産期医療部分、産科の外来、こういっ

たものが病棟の５階以上に入っておりますが、

こういったところを、例えば上下を入れかえた

りとか、いろんなやりくりをさせていただいて

おります。

○井本委員 我々も、いろいろ県外などに視察

に行きましたが、とにかくやっぱり中心になっ

てやる人は、特に民間の場合は、そこに一生勤

めないかんわけやから、責任持って立派なもの

をつくらんと、自分の責任にかかわるというこ

とで。我々も沖縄に行って、病院を見たりした

んだけれども。やっぱりその点、はっきりいっ

て、県の病院の場合、皆さん方は３年、４年たっ
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たらいなくなるわけ。だから、ずっとこの病院

で食べていくというわけじゃないから。だから

本当、無責任とは言わんけれども、やっぱりど

こか責任のとり方が違うんじゃないのかなと

思って。

だから、今度も※28年で建てかえるというわけ

やろ。大体、※28年しかもたんような建物を何で

そのとき建てたのかなという。だから、今度も

またそんなことになったら、これは税金なんだ

から。本当しっかりしたもんをやっぱりつくら

んと。病院局次長が今、中心になって頑張って

おるけれども、こんなもん建てたからと。もう※28

年後にはわからんようになっているだろうけど。

完全というものはもちろんなく、理想というも

のは実現がなかなか難しいけれど、やっぱりそ

れに近づけたものをつくらないかんと思う。東

京駅は、最初につくったとき、何とこんなばか

でかいものをつくってと、みんなから批判され

たわけ。ところが、早くもっと大きくせないか

んという話になってしまった。だから、確かに

時代を向こうまで見抜くということは難しいか

もしれんけれど、わずか※28年で建てかえなきゃ

ならんくなったということは、前つくった人た

ちは、はっきりいって先見の明がないという。

しかも病院そのものじゃなくて、水回りが悪く

なったとか何とか。それこそ、最初の設計のや

り方もまずかったということを実証することで

あって。だから、そんなことのないようにせな

いかん。こういうもの何十年に一回しか建てん

ような建物だから。だけど、※28年で建てかえな

いかんような建物を建てちょってね、そして、

これで済みませんでしたて。これは全部税金だ

から。だから、本当にいいものを、完璧に近い

ものを。完璧は難しいやろうけれど、みんなが

納得できるもんを、つくらんないかんと思うん

です。次長、その辺の真剣さというか、ちょっ

と聞かせて。

○阪本病院局次長 委員がおっしゃるとおりだ

と思います。まず、ちょっと訂正ですが、建物

は28年じゃなくて38年です。

ただ、もう昨年、年度で言うと一昨年度、こ

の基本構想を策定いたしまして、その後、本当

に長い間、現在勤めていただいているスタッフ

の皆さんと、本当に夜遅くまで、200回以上、ヒ

アリングを行っております。いろんなところの

すぐれたところを視察、勉強させていただいた。

その結果としてこの新しい病院の構想をつくっ

ているところでございます。おっしゃるとおり、

確かに我々は３年、４年で異動をいたしますが、

中にいるスタッフはずっと病院にいる。その皆

さんの意見をこうやってたくさん聞いて、100％

とは言えませんけれども、それを反映させてい

ただいた結晶がこの図面にあらわれているかと

思います。

○井本委員 働く人たちが本当に働きやすい場

所というのは、この図面でどんなふうに出とる

の、具体的にちょっと聞かせて。

○松元病院局整備対策監 面積とかの話ですけ

れども、まず、基本構想時点では、最近できて

いる病院で４万5,000平米程度あればいろんな機

能がおさまるだろうということで計画を始めた

んですけれども、いろいろ病院のスタッフの方

と話をしながら必要な機能を平面の中に落とし

ていく中で、やっぱりちょっと狭いねという話

も出ましたので、一応、今が４万7,400平米とい

うことで、2,400平米程度面積をふやしているこ

とになります。

その面積は１階から４階が主にふえているん

ですが、当初計画では１階から４階に配置して

※このページ右段に訂正発言あり
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いました機械室とか電気室を全部屋上のほうに

上げて、そのスペースを診察機能であるとかス

タッフのエリアとかに充てまして、例えば医局

でいきますと、部長クラスの方がおられる小部

屋をつくって、将来これぐらいはふえるんじゃ

ないかというドクターの数を見越して医局の面

積をとるとか、ロッカー、ナースの方の更衣室

とかあるんですが、それも将来的にどれぐらい

ふえるんだろうかというのをスタッフの方々と

予測を立てまして、その面積をとっている。

先ほどありましたけれど、外来の診察室につ

きましても、どういう診察のやり方をやるかと

か、いろいろ話をしまして、もう少しふやしとっ

たほうがいいなということで、現在よりも15室

ほどふやすということをいろいろ打ち合わせし

ながら、現在ここまで１年かけて積み上げてお

ります。

○井本委員 スタッフの人たちに、その辺は一

応提示したわけですな。

○松元病院局整備対策監 まず、設計事務所の

ほうに４万5,000ぐらいの案をつくっていただい

て、それを提示して、実際の機能を当てはめて、

この機能はこれぐらいでいいかとか、各40部門

と。先ほどありましたが、定例の会議では200回

程度、そのほかにも電話とかメールでのやりと

りとか、診療の合間にちょっと訪ねていって話

したりして、スタッフの方々に了解をとりなが

らやっていったということです。

○井本委員 我々も具体的にどこがどうという

のがよくわからんから、これ何とも言えんのや

けれど、このスペースの中で、まだここは余裕

があるんですよと。例えば、ここをこうやれば、

ほかにも使えますよというスペースにはしてあ

るわけですか。

○松元病院局整備対策監 先ほどの図面を見て

いただきたいんですけれど、例えば、４階の医

局というところが全部緑で塗ってありますけれ

ど、図面でいくと一番右下の部分については、

将来的な拡張スペースとして確保してあります。

当面は倉庫として使おうかなと。医者がふえる、

あるいは何か部門的な新設があった場合は、そ

こを事務室化して使っていくとか。その下の３

階のところも、一番右下に電気室と機械室とい

うのがありますけれど、その下の緑の部分につ

いてもそういう同じような拡張スペースとして

あります。１階については、外部に増築で拡張

できるように敷地の配置も考えているというこ

とで。今、全部の機能を割り当てているわけじゃ

なくて、そういう拡張スペースも多少は取り合っ

ているということになります。

○井本委員 廊下が、前よりは狭くなったとい

うことはないんですね。

○松元病院局整備対策監 はい、廊下が狭くなっ

たということはありません。必要な面積をとっ

ていますし、現在、ほかの新築でできている病

院と変わらない面積で。１床当たりで大体病院

は面積を表現するんですけれど、今、できてい

るので93から100平米程度が多いですが、新病院

だけでいくと、恐らく93程度。もともと今の病

院にある保育施設、病児保育施設、いろんな倉

庫、書庫関係、それから病理関係の倉庫とか、

図書館とかを附属棟の医療センターのほうに機

能を移すことにしていますので、その分も本来

は病院機能なので、全体の５万4,000からする

と100平米を超えた１床当たりの面積になってい

る。現在できている病院よりも多少広めか、同

じぐらいになってきていると思っております。

○田口委員 何点か確認をさせてください。今

まで説明があったのかもしれませんが、ちょっ

と確認です。先ほど耐震性能を1.5倍にするとい
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うお話でございました。今回、防災庁舎も耐震

をさらに高めるということでありましたけれど、

これはもともと1.5倍で計画していたのか。熊本

地震後に1.5倍に変えたのか。ちょっとそこを確

認させてください。

○松元病院局整備対策監 もともと1.5倍で計画

しておりました。

○田口委員 ちなみに、まだそんなにたってい

ませんけれど、日南と延岡はどれぐらいの耐震

になっていたんですか。

○松元病院局整備対策監 ※1.0です。

○田口委員 1.0。どちらも1.0ですか。

○松元病院局整備対策監 はい。

○田口委員 延岡、日南は免震構造になってい

るんですか。

○松元病院局整備対策監 なっておりません。

○田口委員 なってないんですね。もう建って

いるから、後づけで免震構造というのはできな

いんですよね。

○松元病院局整備対策監 コストを考えなけれ

ば、方法はあります。実際昔の古い建物は、一

回ジャッキアップして、下に免震ゴムを入れて

ということをやっている工事もあります。建て

かえしたほうが、かどうかはわかりませんけれ

ども、かなりコストはかかる。ちょっと積算と

かしたことないんですけれど、かなりコストは

かかると聞いております。

○田口委員 わかりました。実は、この間、私

どもは委員会で沖縄に行って、徳洲会病院の新

しい建物を見せていただいたんですが、そのと

きに、それまでこういうことは全然意識してな

かったんですけれど、かなり立派な、もちろん

ドクターヘリとか防災ヘリが来ても大丈夫なヘ

リポートがありまして。それとあわせて、自衛

隊の大型ヘリが来ても大丈夫なようにつくって

いますと。自衛隊ヘリのことも想定せないかん

のかと思ったんですが、県立病院のはどのあた

りまでを想定しているんですか。

○松元病院局整備対策監 通常、ドクヘリ、防

災ヘリが来るぐらいなんで、一応大体６トン程

度。だから、海上保安庁のちょっと小型目の飛

行機があるんですけれど、ローターが２本ある

のはちょっと無理なんですが、そのあたりまで

は大体できると思います。ただ、自衛隊の双発

の大きいのとかは無理です。

○田口委員 例えば、新田原はかなり高いとこ

ろにあって、いろいろ防災のときの拠点になる

ことも想定をされていますけれど。例えば、南

海トラフみたいなのがあったときに、多くの被

災者が出たり、けが人が出たり、あるいは病院

に物資を運んでくるとかいうことも考えられる

ので、そういうことは想定しておかなくてもい

いんですか。

○松元病院局整備対策監 そういう場合は、駐

車場の一角におりていただくと。通常は、上の

ほうにおりていただかないとうるさいとか、い

ろいろあるので。いざ災害時になったら、駐車

場の一角を囲っておりていただくとか。近くに

小戸小学校があるので、小戸小学校のほうにお

りていただくとか。その辺はちょっと病院のス

タッフとは詰めております。実際、東日本大震

災なんかのときには、いいのかどうかわかりま

せんけれど、ヘリポートの上にホバリングしな

がらおろしたりはしているみたいです。

○田口委員 わかりました。

○松元病院局整備対策監 ちょっと補足ですけ

れど、先ほど耐震は、延岡と日南は1.0と申しま

したけれど、延岡で、つい二、三年前にヘリポ

ートの救急病棟をつくって、あれは1.5でやって

※このページ右段に訂正発言あり
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おります。

○田口委員 わかりました。今回は駐車場もか

なりふやしますが、これも基本的なことで。今

の駐車場に今度新しい病院をつくりますけれど

も、その間の駐車場はどういうふうになってい

るんですか。

○松元病院局整備対策監 今、東側にもちょっ

と駐車場があるんですけれど、あそこの部分に

先に立体駐車場で300台ほど確保し、患者さん専

用にして。職員の方にはちょっと申しわけない

んですけれど、職員用はないので。今、ドクタ

ーがとめてるところ、五、六十台はあるんです

けれど、そこは今から対策を考えるんですけれ

ど。とりあえずは患者さん用の立体駐車場を先

に整備したいと、今のところ考えております。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○前屋敷委員 今、御説明もあったんですけれ

ど、院内保育は管理棟のほうに移るということ

で、ちゃんと確保はしてあるわけですね。

それともう一つは、今、駐車場の話がありま

したが、１ページ目で見ると、車両の出入りは、

一般の車は269のところからだけということにな

るわけですね。となると、ここは信号がないん

ですけれど、新設するということになるんです

か。

○松元病院局整備対策監 警察とか土木事務所

とも協議をしておりまして、ここに新たに信号

を設置するということで今、動いております。

○前屋敷委員 今は10号のほう、北のところか

らが出入りなんですけれど、ここも一部出入り

はできるようではあるんですが。基本、出入り

は269号の西側から１カ所のみということです

か。

○松元病院局整備対策監 一般患者の方は、こ

ちらからということになります。北側はサービ

ス用とか、そういう感じで考えております。

○前屋敷委員 防災上、ここだけで大丈夫なん

ですか。今も基本、北側だけ１カ所なんですけ

れど。そういうところをちょっと考えたりする

んですけれど。

○松元病院局整備対策監 通常は開放をしてい

ませんけれど、東側の立体駐車場の下は車が出

入りできる通路になりますので、災害時には、

こっちも開放して出られることになります。立

体駐車場と書いてあるところあたりに通路が書

いてあるんですけれど、ここが病院の建てかえ

期間中とか、職員の将来的な立体駐車場の出入

り口になります。

○前屋敷委員 それともう一つ、資料の３ペー

ジの主な医療機能というところなんですけれど

も。病床数の一般病床がトータル20床少なくな

るということなんですけれど、ふえるところも

あったりして差し引き20床なんですが。実質一

般病床が38ベッド少ないとなるわけなんですけ

れど、これは、今後の地域医療構想とのかかわ

りでやはりベッドは減らすという計画でしょう

か。

○阪本病院局次長 多分、午後に説明があると

思うんですが、現在策定中の地域医療構想の中

では、大体まだ十数年後をピークとして患者数

は、ある程度はふえる、特に入院患者はふえる

であろうと考えております。ただ、今現在の病

床利用率が８割にいっておりませんので、ある

程度、現在の数で余裕があるものと考えており

ます。若干減らしておりますが、一般病床408床

でも将来の増に対応できると考えております。

○前屋敷委員 患者側からすると、やはり一定

の病床数が確保されていることが一番安心につ

ながるんですけれども。さらに今、医療の改定

などが進む中で押しなべて病床が減らされると
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いう点で、説明とリンクした形で、将来を見越

して減らすのかというところの確認をさせてい

ただいたところです。わかりました。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○新見委員 先ほど駐車場のことで質問があり

ましたけれども、関連して。

一般車両が西側から入ってきて、まず、正面

玄関のほうに回って、正面玄関と書いてある右

下に２つありますが、ここに入ってくるという

ことですか。

○松元病院局整備対策監 269の一般車というと

ころからずっと入ってきて、図面でいくと上の

ほうにずっと上がっていって、正面玄関という

ところで送迎される方はおりていただく。駐車

場にそのまま真っすぐ行って、車をとめて、歩

道を歩いて行って正面玄関からまた入ってもら

う。真ん中に島みたいなのがありますけれど、

これがロータリーになりますから、ぐるっと回っ

て、また西側に行って、そこから269に出ていく

という形になります。

○新見委員 まず、入ってきて、平地の駐車場

に入ってきますよね。立体のほうじゃなくて、

平地のほうに先に入ってくるんですよね。

○松元病院局整備対策監 いきなり駐車場に入

るのではなくて、一回正面玄関のほうに全部の

車は回り、平面駐車場に入っていきます。お客

さんというか一般の患者さんは、この平面駐車

場を利用していただくということで考えており

ます。ここは、身障者用も含めて大体310台ぐら

い考えていますので、ほぼここで一般の患者さ

んは間に合うんじゃないかと。もし間に合わな

いときには立体駐車場のほうに警備員で誘導し

ていくことになると思うんですけれど。現在で

も300台程度ですので、ほぼ間に合うんじゃない

かなと思っています。

立体駐車場のほうは、主には東側の道路から

入るような形。東側の道路の立体駐車場と書い

てあるところに入り口みたいなのが書いてあり

ます。そこから立体駐車場は入って、今のとこ

ろの想定では主に職員が利用すると。ドクター

とか夜勤の看護師とか技師の方とか。そういう

方が利用するのかなと考えてはいます。

○宮原委員 管理棟から研修棟に直接行くこと

はできるんですか。これは、ぐるっと回らない

かんとですか。

○松元病院局整備対策監 今の附属棟ですけれ

ど、そこから、ちょっとかさ上げの関係上、階

段がありまして。正面玄関というところにキャ

ノピーといって車寄せみたいなのがあり、そこ

に直接入っていって濡れずに行けるようになり

ます。車椅子とかだと、そこにぐにって矢印が

書いてありますが、そこがスロープになりまし

て。このスロープで上がっても行ける形になり

ます。直接行けることになります。

○宮原委員 行けるんですね。

あと１点。先ほど井本委員からもあったんだ

けれど。どこもそうなんですけれど、徳洲会の

病院に行ったときも、たしかスペースとして階

数の上２階分はまだあきがあるというか、余裕

スペースがある。それは非常に難しい話なんで、

これに余裕をつけなさいというつもりはないん

だけれど。増築が可能な部分があると言われた

んだけれど、どのあたりを想定されているとい

うことなんですか。サービス車とか書いてある

けれど、このあたりの立体駐車場の半分を増築

ができるようなスペースとして想定をされてい

るのか。

○松元病院局整備対策監 新病院の右上のとこ

ろに点線で書いてあると思うんですけれど、こ

れが将来的に放射線機器とかの増築ができるよ
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うに、今のところ考えているということです。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○井本委員 基本計画が終わって、この前、レ

クチャーでは随意契約に行くかもしれんという

話をしていましたけれども。きょうは、その報

告はないわけですか。

○阪本病院局次長 実施設計をどうするかにつ

きまして、現在、検討中でございます。今、委

員がおっしゃったとおり随意契約というのも一

つの選択肢として検討しているところでござい

ますので、恐らく10月末の基本設計の完成を待っ

て、何とか閉会中の常任委員会あたりで具体的

な御説明をしたいと考えております。

○井本委員 なら、まだその報告時期じゃない

ということか。ああ、そうですか。いや、ただ、

我々もこの前ちょっとその話を聞いたときに、

基本計画を引き受ける際に、将来の実施計画ま

で結局見えてないと、そういうもの任せられん

という話じゃがなと。だったら、最初、基本計

画を引き受けた人は、もう全部とっちゃうとい

う話になったら、それもおかしな話だねと。我

々、発注するほうがそれまで見抜けとったらい

いんだけれども。ちょっとその話をしたんだよ

ね。確かに随意契約で行かないかんのかなとい

う気もするけれども。それはまた11月にあると

きに議論しましょう。

○太田委員長 よろしいでしょうか。ほかにあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 なければ、その他何かありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、以上をもって病院局

を終了いたします。執行部の皆様、大変お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時53分休憩

午前10時55分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案等について、

概要説明を求めます。

○日隈福祉保健部長 おはようございます。ま

ず、お礼を申し上げたいと思います。

８月に宮崎市民文化ホールで開催しました

第41回宮崎県さんさんクラブ大会には、大変お

忙しい中、星原議長、そして、宮原副議長、太

田委員長を初め、厚生常任委員会の多くの委員

の方に、御臨席いただきましてまことにありが

とうございました。当日は、約1,000名の老人ク

ラブ関係者などの出席となったところでござい

ます。この場をお借りしまして、厚く御礼申し

上げます。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案等について概要を御説明いたします。

座って説明させていただきます。

まず、議案についてでございますが、お手元

の平成28年９月定例県議会提出議案、議案を確

認いただきたいので議案書をお開きください。

表紙をめくっていただきまして、目次をごらん

ください。当福祉保健部関係の議案でございま

すが、順に申し上げます。

議案第３号使用料及び手数料徴収条例の一部

を改正する条例、次に、議案第５号宮崎県にお

ける事務処理の特例に関する条例の一部を改正

する条例、議案第６号宮崎県地方独立行政法人

評価委員会条例、議案第10号公立大学法人宮崎

県立看護大学定款の制定について、それと最後

ですが、議案第11号公立大学法人宮崎県立看護

大学に承継させる権利を定めることについての、
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議案は５件でございます。

それぞれの議案の内容につきましては、この

後、関係課長より説明させますので、よろしく

御審議いただきますようお願い申し上げます。

次に、報告事項についてでございます。これ

も別冊になりますけれども、御確認いただきた

いのでちょっとお開きいただきたいと思います。

お手元の平成28年９月定例県議会提出報告書の

うち、２つあるんですが、下に（県が出資して

いる法人等の経営状況について）と記載のある

厚めの報告書をごらんください。表紙をめくっ

ていただきまして一覧表をごらんいただきたい

と思います。

報告いたしますのは、地方自治法に基づいて

報告する法人及び宮崎県の出資法人等への関与

事項を定める条例に基づいて報告する法人であ

ります。

福祉保健部関係では、地方自治法に基づいて

報告を行う法人は、一覧表の上から４番目の公

益財団法人宮崎県移植推進財団の１法人であり

ます。

また、中ほどに記載があります宮崎県の出資

法人等への関与事項を定める条例に基づき報告

を行う法人は、そこから４番目にございますが、

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センター、

その下の公益財団法人宮崎県移植推進財団、そ

の下の公益財団法人宮崎県健康づくり協会、そ

して、この一覧表の一番下にありますが、社会

福祉法人宮崎県社会福祉事業団の４法人であり

ます。

詳細につきましては、これもそれぞれ関係課

長に説明させますので、後ほどよろしくお願い

いたします。

続きまして、その他報告事項の概要でござい

ますけれども、その他報告事項は、お手数です

けれども、お手元の別冊の厚生常任委員会資料

の表紙をめくっていただきまして、目次をごら

んいただきたいと思います。

その他報告事項に記載しております、１、各

種入所型福祉施設の安全確保について、２の宮

崎県地域医療構想（案）について、３、公立大

学法人宮崎県立看護大学中期目標（原案）につ

いての３件につきまして、後ほど、これも関係

課長に説明させますので、よろしくお願いいた

します。

最後に、資料はございませんけれども、私か

ら１点報告をさせていただきたいと思います。

昨年、県立海洋高校で発生いたしました生徒間

の暴力事件に係る再調査に関しまして御報告を

させていただきます。

直接的には文教警察企業常任委員会が所管さ

れる内容でございますけれども、福祉保健部に

設置されました第三者機関であります宮崎県社

会福祉審議会児童福祉専門分科会再調査部会に

おいて、教育委員会からの報告に対する、法に

基づく知事による再調査の必要性を審議されて

まいりました。

今回、当該部会からの答申がなされ、これら

を踏まえまして知事が再調査を行わないと判断

いたしましたので、御報告いたします。

私からは以上でございます。よろしくお願い

申し上げます。

○太田委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

次に、議案に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○田中医療薬務課長 医療薬務課分を御説明い

たします。

条例改正議案が２つございまして、いずれも
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委員会資料のほうで御説明をさせていただきま

す。委員会資料の１ページをごらんください。

議案第３号使用料及び手数料徴収条例の一部

を改正する条例についてであります。

まず、１の改正の理由についてでございます

が、県内に不足しております助産師の養成を目

的といたしまして、平成29年４月に開設を予定

しております、県立看護大学の別科助産専攻に

おきまして、授業料、入学試験手数料及び入学

料を徴収するため、それぞれの金額を新たに使

用料・手数料条例のほうへ設けるものでござい

ます。

次に、２の改正の概要でございます。

（１）の使用料につきまして、授業料の年額53

万5,800円を追加いたします。それから、（２）

の手数料といたしまして、まず、入学試験手数

料１万7,000円並びに入学料につきまして、県内

者23万2,000円、県外者33万2,000円を追加する

ものでございます。これら別科助産専攻の授業

料、入学試験手数料及び入学料につきましては、

授業時間数や入学時の事務が看護学部とほぼ同

じということになりますことから、いずれも看

護学部で現在徴収しております授業料等の金額

と同額といたしております。

３の施行期日につきましては、公布の日から

といたしております。

続きまして、委員会資料２ページをお開きく

ださい。

議案第５号宮崎県における事務処理の特例に

関する条例の一部を改正する条例についてであ

ります。

まず、１の改正の理由についてですが、今回

の改正は医療法等の改正に伴いまして条例で引

用しております条項にずれなどが生じましたこ

とから、所要の改正を行うものでございます。

次に、２の改正の概要についてでございます

が、こちら資料のほうへ改正箇所を新旧対照表

の形で記載をいたしております。それから、矢

印を記載しておりますが、左側が改正前になり

ます。右側が改正後になりますけれども、こち

らの変更を矢印で示しております。

なお、今回の改正は、いずれも県から宮崎市

に移譲している事務でございまして、具体的に

は宮崎市の保健所で行っている事務でございま

す。

まず、表の10、医療法に基づく事務というと

ころで、左側のほうの（20）でございますが、

これは引用条項のみの変更で、右側のほうへ変

更ということになります。

それから、次の左側の（21）は、引用条項が

変更となります。また、引用する条項の前後関

係によりまして、右側のほうでは（22）のほう

へ変更となります。

次に、左側の（22）でございますが、これは

今般の医療法改正によりまして、特別代理人の

選任という制度が廃止をされました。それで事

務がなくなりましたことから、今回削除をいた

すものでございます。

次に、左側の（23）、これは引用条項が変更と

なります。また、引用条項の前後関係によりま

して、右側のほうでは（21）に変更となります。

次に、左側の（24）並びに（25）は、引用条

項のみの変更でございます。

次に、左側の（26）でございます。これは、

条文は全く変更はございませんが、引用する条

項の前後関係によりまして、右側、改正後では、

（23）に変更になります。

次に、左側（27）から（30）までの４項目に

つきましては、条文は全く変わりませんけれど

も、（22）というのが今度削除になります。それ
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によりまして、右側の変更後では一つずつ繰り

上がるという変更になります。

次に、左側の（31）でございます。これは合

併認可に関する事務でございますが、今回の医

療法改正によりまして、右側のほうをごらんい

ただきますと、吸収合併、それから、その下は

新設合併と２つの区分が設けられました。こう

いう改正がございましたので、事務のほうを２

つに分けまして、右側では（30）と（31）の２

つに分けて規定をするということでございます。

なお、現在も合併の形態といたしましては、

吸収・新設、いずれも医療法上認められており

ますので、事務としては実質的には変わらない

ものと考えております。

最後に、一番下の15、医療施設調査規則に関

する事務につきまして、これは引用条項のみの

変更でございます。

今回の条例の改正内容は以上のとおりでござ

います。一部、事務の削除あるいは分割という

ものがございますが、ほかは事務の内容が変更

になるものではございません。

３の施行期日につきましては、公布の日から

といたしております。

私からの説明は、以上でございます。

○河野看護大学法人化準備室長 看護大学法人

化準備室からは、県立看護大学の地方独立行政

法人化に関しまして、今回、議案第６号、第10

号、第11号の３件を提出させていただいており

ますが、まずは、法人化の大もとになります議

案第10号から先に説明させていただきます。

お手数ですが、お手元の議案書でございます

が、赤いインデックスの議案第10号のところ、

ページで申し上げますと、31ページをお願いし

たいと思います。

議案第10号公立大学法人宮崎県立看護大学定

款の制定についてであります。

さきの６月議会の常任委員会におきまして、

看護大学に関する法人化の概要案を御報告させ

ていただいておりますが、本議案につきまして

は、地方独立行政法人法の規定によりまして、

法人を設立するために必要な定款を制定するも

のでございます。

内容につきましては、委員会資料のほうで説

明させていただきます。お手数ですが、厚生常

任委員会資料の４ページをお願いしたいと思い

ます。

まず、１の制定の理由でありますが、看護大

学につきまして、自主性・自律性に富んだ大学

運営を図るとともに、客観的な評価による自己

改革や透明性の確保などの制度改革を進めるた

め、地方独立行政法人であります公立大学法人

を設立し、来年４月に運営を移行したいと考え

ております。

２の定款の概要につきまして、（１）基本事項

でありますが、名称は現在のまま、公立大学法

人に移行したいと考えております。

次に、（２）組織体制、①役員体制は、理事長、

副理事長、理事及び監事としております。

まず、理事長につきましては、法によりまし

て、知事が任命することとなりますが、任期は

４年と考えております。

次に、副理事長は１人とし、学長が兼ねるこ

ととしております。理事長と別に学長を配置す

ることで、経営分野と教育研究分野の両面から、

それぞれに専門性を持った、効率的・効果的な

運営が安定的に可能になるものと考えておりま

す。副理事長の任期は、法により、学長の任期

によることになります。

なお、設立初回の学長の任期を２年と考えて

おりまして、理事長と学長である副理事長が同
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時に交代することがないようにし、円滑な法人

運営を図りたいと考えております。

次に、理事は、法により、理事長が任命する

こととなりますが、大学外の者を含め３人以内

で、任期は理事長と同様４年としております。

監事は、法により、知事が任命することとな

りますが、２人とし、任期は２年としておりま

す。

次に、法人は、②から⑤のとおり、理事会、

経営審議会、教育研究審議会及び学長選考会議

の各組織で構成したいと考えております。

資料の右側、中ほどの参考のところに、組織

体制のイメージ図を記載しておりますので、あ

わせてごらんください。

資料の左側に戻りますが、②の理事会につき

ましては、監事を除く役員で構成しております。

次に、③経営審議会、これは、法人経営に関

する重要事項を審議する機関でございますが、

それと、④教育研究審議会、これは、教育研究

に関する重要事項を審議する機関でございます

が、これらは、それぞれ大学外の者５人を含め

た記載の委員により構成し、任期はそれぞれ２

年としております。

次に、⑤の学長選考会議、これは、文字どお

り学長を選考するための機関でございますが、

これにつきましては、上記２つの審議会委員の

互選により、それぞれ３人の委員を選出し、合

計６人の委員により学長候補者を選考していく

こととなります。

右側をお願いいたします。

（３）の資本金につきましては、現在、大学

において使用しております土地及び建物による

現物出資を行いたいと考えております。

（４）その他につきまして、①施行期日は、

法人成立の日としており、法人登記をすること

で法人が成立をいたしますので、登記日という

ことになりますが、平成29年４月を予定してお

ります。

次の、②の最初の学長の任命に関する特例に

つきましては、学長選考会議の選考手続を要す

ることなく、理事長が任命するとしており、任

期は、先ほど述べましたとおり２年としており

ます。

最後に、３の今後の流れについてであります

が、今回、定款の御審議をいただいた上で、12

月には国に認可申請を行い、来年４月の法人成

立を目指したいと考えております。

定款の制定については、以上であります。

次に、再度議案書にお戻りいただき、赤いイ

ンデックスの議案第11号のところ、ページで申

し上げますと41ページをお願いいたします。

議案第11号公立大学法人宮崎県立看護大学に

承継させる権利を定めることについてでありま

す。

内容につきましては、再度委員会資料のほう

で説明をさせていただきます。委員会資料の６

ページを、お手数ですが、お願いいたします。

１の趣旨でありますが、地方独立行政法人法

の規定によりまして、法人に承継させる権利、

これは出資財産のことでございますが、その出

資財産を定める議案でございます。

２の承継させる権利の概要でありますが、先

ほど定款のところで申し上げましたとおり、現

在、大学において使用している土地・建物を出

資財産とし、所有権を県から法人に移したいと

考えております。土地につきましては、学校用

地及び職員宿舎用地、建物につきましては、事

務局のある本館を初めとした校舎のほか、職員

宿舎であります。記載しております出資財産は、

現在、大学において使用しております不動産の
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全てということになります。

最後に、３の財産移管形態でありますが、今

回の出資財産であります土地建物以外のその他

の財産、備品でありますとか図書などの物品等

でありますが、それらにつきましては、財産に

関する条例に基づきまして、法人に対し無償譲

渡する予定であります。

議案第11号につきましては、以上であります。

最後に、再度議案書のほうでございますが、

赤いインデックスの議案書、第６号になります。

ページで申し上げますと、23ページでございま

す。

議案第６号宮崎県地方独立行政法人評価委員

会条例でございます。

内容につきましては、再度、委員会資料で説

明させていただきます。７ページをお願いいた

します。

１の制定の理由でありますが、公立大学法人

の設立に合わせまして、県は法人の業務運営に

関する目標であります中期目標を定める必要が

ございます。この中期目標について意見を述べ

るとともに、法人運営後には、業務実績に対す

る客観的な評価等を行うことになる地方独立行

政法人評価委員会について、その組織等を条例

で定めるものであります。

２の評価委員会の概要につきましては、名称

は、宮崎県をつけまして、宮崎県地方独立行政

法人評価委員会としまして、委員の定数は５人

以内で、学識経験を有する者のうちから知事が

委嘱し、任期は２年としており、先行する他の

団体の事例とおおむね同様となっております。

３の施行期日につきましては、公布の日とし

ております。

これは、法人の設立までに中期目標の策定を

行う必要があり、策定過程において地方独立行

政法人法上、評価委員会の意見を聞く必要があ

りますので、御審議いただき、御議決いただい

た場合には、早期に委員会を開催するなど中期

目標の策定作業を進めてまいりたいと考えてお

ります。

資料の下のほうには、参考までに、法に規定

されました評価委員会の主な役割を記載してお

ります。

以上、看護大学の法人化に関しまして、今回

３件の議案を提案させていただいております。

今議会におきまして、法人化の大もとになりま

す、これらの議案を御審議いただいた上で、今

後の議会におきまして、中期目標や法人が徴収

する料金の上限の設定、重要な財産の指定など、

法人化に必要な、より具体的な事項の議案をお

諮りしたいと考えております。

看護大学法人化準備室からは以上であります。

○木原長寿介護課長 長寿介護課からは、議案

第３号使用料及び手数料徴収条例の一部を改正

する条例についてであります。

お手数ではございますが、提出議案の９ペー

ジをお開きください。

中ほど以降になりますが、第３条第１項第144

号の７から９のアンダーラインの部分を改正す

るものでございます。

介護の業務に従事する者が、たんの吸引等の

業務を行うに当たりましては、社会福祉士及び

介護福祉士法に従って、喀たん吸引等の研修を

受講修了し、この研修を修了したという従事者

の認定を受けるとともに、喀たん吸引等を業務

として行う事業者の登録が必要になります。

この第144号の７から９につきましては、法に

定められております認定証の交付、研修の受講、

事業者の登録に係る手数料をそれぞれ定めたも

のでございます。
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今回の改正は、社会福祉士及び介護福祉士法

の条項にそれぞれ条ずれが生じている部分がご

ざいますので、アンダーラインのところを合致

するように改正するものであります。

社会福祉士及び介護福祉士法は、平成19年の

改正法による条文の追加により、条ずれが生ず

ることとなり、その施行日は平成28年４月１日

とされておりましたので、平成28年３月に本条

例の改正を行ったところであります。

しかしながら、平成28年３月31日に公布され

ました改正法により、条ずれの部分の施行日が

平成28年４月１日から、平成34年４月１日とさ

れたことにより、該当する各条項を改正するも

のでございます。

15ページをお開きください。

施行期日につきましては、表の下のところに

ありますように、公布の日としております。

長寿介護課からは以上でございます。

○太田委員長 執行部の説明が終了しました。

議案について質疑はありませんか。

○井本委員 第10号だけど、理事長は知事がや

るとなっとるんだろうけれど、一応理事会で理

事長を決めるわけやろ。選出するわけですね。

基本形としては。

○河野看護大学法人化準備室長 手続上は、知

事が任命するという、それだけでございます。

理事会の手続は不要となっております。

○井本委員 本当ね。理事長を決めるのは理事

会ではないわけやな。

○河野看護大学法人化準備室長 はい。理事会

ではなく、法律上、知事ということに。

○井本委員 知事となっている。わかりました。

もう一つ、学長は、最初は理事長が任命する

と書いてあります。その後からは、今度は学長

選考会議で決めるという形になっとるのですね。

○河野看護大学法人化準備室長 初回は、まず、

おっしゃるとおり、学長選考会議ができており

ませんので、その手続を踏むいとまがございま

せんので、そのまま理事長が任命すると。法人

運営後は、その組織ができますので、そこで選

考された人を理事長が任命するということにな

ります。

○太田委員長 関連してありませんか。

○前屋敷委員 この間、法人化についての御説

明もいただいてきたところなんですけれど。法

人化をするという理由も上げられておりまして、

独自性が保たれたり、地域に密着したことがで

きるようになったりとか。私はいま一つ、法人

化になぜしなきゃならんのかというところがど

うもすっきりしないんです。

今回、議案の第11号で、出資財産ということ

で土地建物を移譲すると、提供するということ

の提案がなされているんですけれど、今後の運

営形態といいますか、運営上の問題として、経

費も含めてなんですけれど、こういう建物とか

土地とかの財産を今後大学側がしっかり維持管

理をしていくということになって、そこから県

の責任は外れてしまうわけですよね。あと、看

護大そのものが営利を目的とするものではない

ので、その運営経費というのはどの程度、県か

ら毎年、出資をされるものなのか。そこのとこ

ろをもう少し明確に示してほしいなと思います。

○河野看護大学法人化準備室長 委員がおっ

しゃいましたとおり、営利を目的とする法人で

はございませんので、あくまでも教育を行って

いく、研究を行っていくという機関でございま

して、公立であるということでもちまして、い

わゆる授業料等も比較的低廉な価格で設定して

いる状況もございます。

したがいまして、収支構造といたしましては、
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現在の大学と大きくは変わらないわけなんです

が、今の予算規模で申しますと、約10億円でご

ざいます。そのうちの２億6,000万、7,000万程

度が自己収入といいますか、授業料等や入学金

等の収入ということになっておりまして、残り

の３分の２は、現在においても一般財源におい

て賄っているという構図になっております。

法人化いたしましても、基本的には自己財源

といいますか、自己収入は大きくは変わらない

と思っておりますので、現在と同様、自己財源

で賄えない部分の額につきましては、運営費交

付金という形で運営を支えていくと、県が支出

をして支えていくということで考えております。

○前屋敷委員 県から出資する額というのは、

ほとんど従来どおり変わらず、学校運営には出

資をすることの確認をさせていただきたいと思

いますが。それとあわせて、指定管理とは全然

違いますので、建物その他は譲渡されるという

ことになるんですけれど。今後、大学ができて

かなり経っていますので、いろんな改修だとか、

今から出てくるんじゃないかと思うんです。そ

の辺の大規模改修に当たっての経費あたりも、

維持管理は大学でということになると、その経

費も全て大学が賄っていかなければならないも

のなのか、そこはきちっと県が責任を負うのか、

その辺のところはどうですか。

○河野看護大学法人化準備室長 先ほど申しま

したように、なかなか公立大学ということもあ

り、収益といいますのはそんなには上げられる

ものではないという状況にある中におきまして、

委員が今、おっしゃった大規模改修のような経

費につきましては、当然なかなか自己で賄える

ものではございません。したがいまして、他の

先行大学も同様でございますが、基本的には臨

時的な支出ということで、必要が生じたときに

県のほうで対応していくということになろうと

思っております。

○前屋敷委員 県が責任を逃れるとかそういう

ものではなくて、そういう県が果たさなければ

ならない役割、責任はきちっと担保しながら、

大学にもっと独自性を持って、いろんなことに

チャレンジ、挑戦して、もっとよりよい看護大

を目指すとの趣旨と受け取ってもいいんでしょ

うか。

○河野看護大学法人化準備室長 まさにそのと

おりでございまして、名称からしましても県立

という名前は残しまして、出資も100％、県とい

うことになります。そして、後ほど御説明もい

たしますが、運営の方向になる中期目標を県で

つくりまして、大学としてどのようなことをやっ

てほしい、どのように進むということも含めま

して、十分県として責任を持って運営していく

ことになりますので、委員がおっしゃったとお

りでございます。

○前屋敷委員 責任上、県が後退するものでな

ければ、運営その他も含めて、大いに活性化す

るという点では必要なことかなとも思いますけ

れども。土地、建物も移譲するとか、そういう

ことがなくても、やっぱり県自体がその辺のと

ころは責任を負って、もっと中身を充実させる

という方向にはならなかったものなのか。法人

化するという点は、県からの提案なのか、大学

側からそういう要請とか、そういう意見があっ

たものなのか、その発端のところをちょっと聞

かせてください。

○河野看護大学法人化準備室長 これには、若

干経緯がございまして、まず、全国的な流れの

中で、やはり同じように大学の活性化は以前か

ら考えられたところでありまして、独立行政法

人法自体が平成16年に、制度としては施行され
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ているところでございます。

そのような中、現在の社会情勢でいきますと、

いわゆる少子化の中で18歳人口の減少によりま

す大学の学生の確保という点が、非常に全国的

には一つの大学運営上の課題になってきている

点がございます。それから、一方では知識の拠

点として、まさに有効活用、いわゆる地域への

貢献という点でも、大学は非常に見直されてき

ているという情勢がございます。

その中にあって私どもの看護大学を見た場合

に、当然これまでも看護職者を育成してきたわ

けでありますけれども、やはり今後、全国的に

厳しい運営が予想される大学運営の中でもやっ

ぱり生き残っていかないといけない。優秀な学

生を確保して看護職者を育成していかなければ

ならないという使命のもとで、そのあり方につ

きまして、現在のままでいいのかというのを、

平成26年度に県のほうで有識者を組織しまして、

任意の会ではございますが、県立大学のあり方、

このままでいいのかどうかというのを第三者的

に評価いただいたところでございます。その中

でやはり運営上、まだまだ魅力ある大学づくり

に向けては、いろいろ課題があるという御指摘

をいただき、そのような魅力ある大学に向けて

は制度を活用しない手はないと。法人に運営を

任せて、機動性を持って、いろいろな取り組み

をやっていく、地方独立行政法人法で法人化す

べきという御提案をいただいたことによりまし

て、県と看護大学とも話しまして、両者ともに

法人化の道を選択したところでございます。

○前屋敷委員 経過については、今、御説明を

いただきましたけれど、以前の委員会でも私

ちょっと心配の点をお尋ねしたところだったん

ですけれど。独立行政法人化はずっと国立大学

を含めて進んでくる中で、いろいろこれまでに

弊害が出ているとか、いろんな問題も出てきて

いるものですから。その辺のところのちょっと

懸念があったりして、県としてどれだけきちっ

と責任を負って看護大の運営に当たるのかが非

常に心配だったわけで。さっき言った、財産も

移譲してしまうと。その責任も大学側に委ねる

ということになると、県としての役割はどの程

度果たせるんだろうかと疑問として残ったもん

ですから、質問させていただいたところなんで

すけれど。

○井本委員 私の認識としては、今、会計が何

もかんもまぎれてしまって一般会計の中に入っ

ているんでしょう。これをやっぱり浮きだたせ

ることによって、いわゆる特別会計みたいな形

にして、ここの運営をうまくさせていこうとし

ているんじゃないのかと、私なんか認識してい

るんだけれども、どうなのかな。

○河野看護大学法人化準備室長 形としまして

は、委員が今、おっしゃられたように、特別会

計といいますか、別法人ということによる別の

会計になるわけなんですが。おっしゃるとおり、

今は一般会計の中で出先機関としての位置づけ

でございますので、経営全体の収支を含めて、

一般会計が溶け込んでおりまして明確にはなっ

ておりません。

それが一法人になりますと、会計もそうです

し、取り組みも抜き出して、議会へ報告をする

法人にもなりますので、経営状況、それから取

り組み状況、そのあたりが明確になるという点

がメリットと考えております。

○井本委員 議案第６号ですが、評価委員会を

知事が委嘱するということですよね。この前、

舛添知事の話を聞いていて、舛添知事が自分の

評価をしてくれる人を自分で任命して、お手盛

りのようなことじゃないかという批判があって、
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ああ、なるほどなという気もした。随分あれで

言われよったよね。自分で選んどって何が第三

者評価かという話だったんだけれど。

この場合も、これは知事が委嘱して自分を評

価してくれという話でしょう。

○河野看護大学法人化準備室長 先ほど申しま

したように、あくまでも、別法人として理事長

がおり、学長がいて運営していきます。県とは

別法人になりますので、そういう交付金なり出

資財産もある関係上、やはり県の責任としても

県のほうから法人の評価を行う。どちらかとい

うと監視的な立場での選任になると考えており

ます。

○井本委員 結局、理事長は知事だというわけ

やろ。それは最初から決まっているわけでしょ

う。

○河野看護大学法人化準備室長 理事長は知事

がどなたかを任命いたします。理事長は知事で

はございません。

○井本委員 看護大学の理事長は知事だよな。

○河野看護大学法人化準備室長 理事長は知事

ではございません。知事がどなたか適任の方を

選びます。

○井本委員 ああ、そうですか。ちょっと勘違

いしとった。

○太田委員長 評価委員会ということで、第三

者に的確に評価をさせたいということではあり

ますが。関連してありましたら。法人化関係全

般でもいいです。

○井本委員 もう一回いいですか。４ページ。

このときは、理事長は知事ではないわけ。任命

者が知事ということですか。

○河野看護大学法人化準備室長 ４ページの中

ほどなんですが、①の役員体制の表で申し上げ

ますと、一番右になりますが、理事長の任命は

知事ということでございます。

○井本委員 わかりました。そして、理事長は

決して理事会で選任されることはないというこ

とやな。

○河野看護大学法人化準備室長 はい。法律上、

手続を要することは求められておりません。知

事が任命をするということになっております。

○井本委員 知事のコントロールのもとで理事

長はおると。その理事長を審査する人間も、ま

た知事が選ぶという話か。

○河野看護大学法人化準備室長 確かに法人の

トップは知事が任命いたしますが、大学の実質

的な教育、研究のリーダーといたしましては学

長になります。したがいまして、いわゆる評価

の中には、もちろん法人の経営とかも入ってき

ますが、教育、研究のあり方、地域貢献のあり

方とか、大学本来の学長における大学運営とい

いますか、そういうもともとの大学運営の部分

の事業評価は入ってきます。

○井本委員 いいでしょう。

○太田委員長 関連でありませんか。議案とし

て、その他ありますが、いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、ここで審査を中断い

たしまして、午後１時から始めたいと思います。

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 暫時休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後０時58分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

次に、報告事項について説明を求めます。

○池田法人指導・援護室長 法人指導・援護室

でございます。宮崎県の出資法人等への関与事
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項を定める条例第４条第３項の規定に基づきま

して、県出資法人等の経営状況について御報告

いたします。

お手元の平成28年９月定例県議会提出報告書、

下に（県が出資している法人等の経営状況につ

いて）と記載のある資料をごらんください。最

後の１枚になりますけれども、207ページをお開

きください。

当室が所管しております社会福祉法人宮崎県

社会福祉事業団の経営評価報告書について御説

明いたします。

まず、法人の概要についてですが、この法人

は、設立年月日の欄にありますように、昭和34

年12月１日に設立され、総出資額は１億811

万5,000円でありますが、県からの出資はござい

ません。

設立目的は、多様な福祉サービスを総合的に

提供し、利用者が個人の尊厳を保持しながら、

心身ともに健やかに育成され、または、その有

する能力に応じ、自立した日常生活を地域社会

において送れるよう支援することであります。

次に、県関与の状況ですが、人的支援につき

ましては、右側の平成28年度をごらんください。

県退職者３名が役員となっており、うち２名が

常勤、１名が非常勤役員で、そのほか、職員と

なっている県退職者が１名おります。

なお、現在、現職の県職員は派遣しておりま

せん。

次に、財政支出等につきましては、平成27年

度の県委託料は１億1,441万3,000円で、県補助

金は26万5,000円となっております。

委託料の主な内容を下の欄に記載しておりま

すが、①の発達障害者支援センター運営事業に

より、発達障がい者本人やその家族からの相談

に応じるなど、適切な指導・助言を行いますと

ともに、②の地域生活定着促進事業により、福

祉サービスを必要とする高齢または障がいを有

する刑務所等からの出所者の円滑な地域定着を

支援するなどの事業を受託しております。

次に、当法人の実施事業としましては、①の

児童養護施設や障害者支援施設を初めとした社

会福祉施設11施設の運営や、②の居宅支援事業

等の運営などとなっております。

一番下の活動指標につきましては、２つの指

標を掲げております。

①の10施設の年間の延べ入所者数、②のグル

ープホームの年間の延べ利用者数ともに、実績

値が目標値を上回り、目標を達成しております。

次の208ページをお開きください。

財務状況についてであります。

左側の事業活動計算書の平成27年度の欄をご

らんください。Ａの収益が36億1,256万7,000円、

Ｂの費用が33億2,630万9,000円で、Ａマイナス

Ｂの当期活動増減差額は２億8,625万8,000円と

なっております。

次に、右側の貸借対照表の平成27年度の欄を

ごらんください。Ａの資産は111億8,682万5,000

円、Ｂの負債は７億7,173万2,000円で、Ａマイ

ナスＢの純資産は104億1,509万3,000円となって

おります。

次に、財務指標ですが、３つの指標を掲げて

おります。①の人件費比率及び②の管理費比率

は、目標を達成しております。③の施設利用者

１人当たりコストにつきましては、達成度は96.8

％となっております。

次に、直近の県監査の状況につきましては、

昨年度の県の監査事務局監査は実施されておら

ず、該当はありません。

最後に、総合評価でございますが、右側の県

の評価の欄をごらんください。活動指標は目標
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を達成しております。財務指標につきましては、

おおむね目標を達成しており、企業会計の当期

純利益に当たります当期活動増減差額は、今年

度も黒字額が増加しており、経営改善の努力が

認められると考えております。

一方、福祉施設での人材不足は同法人におい

ても課題となっているところであります。

また、社会福祉法の改正により、いわゆる内

部留保の再投下計画であります社会福祉充実計

画の策定が必要となると考えられますことから、

長期的視点からの計画策定が望まれるところで

ございます。

以上から、県の評価としましては、活動内容、

財務内容及び組織運営のいずれも良好のＡ判定

としております。

法人指導・援護室からの説明は以上でござい

ます。

○太田委員長 それでは、ここで委員会の傍聴

の申し出がありましたので、お諮りいたします。

日向市の首藤氏から執行部に対する質疑を傍聴

したい旨の申し出がありました。

議会運営委員会の確認・決定事項に基づき、

許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時５分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

傍聴される方にお願いいたします。傍聴人は、

受け付けの際にお渡ししました「傍聴人の守る

べき事項」にありますとおり、声を出したり、

拍手をしたりすることはできません。当委員会

の審査を円滑に進めるため、静かに傍聴してく

ださい。

また、傍聴に関する指示には、速やかに従っ

ていただくようお願いをいたします。

それでは、説明を求めていきます。

○竹内衛生管理課長 衛生管理課分について御

説明いたします。

同じくお手元の資料、平成28年９月定例県議

会提出報告書の165ページをごらんください。

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ーでございます。

初めに、同センターは、昭和55年11月20日に

設立されております。総出資額が780万円で、県

の出資額は200万円、県の出資比率は25.6％と

なっております。

設立の目的ですが、理容・美容・クリーニン

グなど生活衛生営業の経営の健全化及び振興を

通じて衛生水準の維持向上を図り、あわせて利

用者、消費者の利益の擁護を図ることとされて

おります。生活衛生関係営業の運営の適正化及

び振興に関する法律に基づき設立された公益財

団法人でございます。各都道府県に１カ所設置

されております。

次に、県関与の状況でございます。

人的支援としては、常勤の役員１名と職員２

名の３名が県職員ＯＢとなっております。財政

支出等でございますが、県からの財政支出の状

況は、委託料と補助金であります。

主な県財政支出の内容でございます。

①の生活衛生営業指導事業は、経営等に関す

る相談・指導を行う生活衛生営業指導センター

の運営に係る経費として、国が２分の１、県が

２分の１の補助支出となっており、平成27年度

決算額が2,880万3,000円でございます。

②の自主衛生管理促進事業は、指導員による
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巡回指導により営業者の自主衛生管理の促進を

図る経費として、平成27年度決算額が259万3,000

円でございます。

③の生活衛生関係営業適正化促進事業は、技

術の向上・後継者育成等の生活衛生同業組合へ

の活動支援やクリーニング相談専門員を配置し、

クリーニングに関する苦情相談とその円滑な解

決を図る経費として、平成27年度決算額が111

万9,000円でございます。

次に、活動指標でございます。

①の経営指導員巡回指導数は、目標値を達成

しておりますが、②の生活衛生営業指導員の巡

回指導数は、目標値に若干届いておりませんが、

昨年度に比べて向上はしております。

次のページをお開きください。財務状況でご

ざいます。

左の欄に記載の正味財産増減計算書では、平

成27年度は、３段目、当期経常増減額、いわゆ

る単年度収支が３万2,000円の黒字となっており

ますが、これは、標準約款登録事業、いわゆる

理容・美容・クリーニングなどのＳマークの登

録制度ですが、この更新に該当する施設数が多

かったためであります。

右の欄に記載の貸借対照表では、中ほどの正

味財産をごらんいただきますと、ここ３年間、

大幅な変動は生じておりません。

次に、その下の財務指標でございます。

①の県補助金比率は、88％以内という目標を

達成しております。加えて、②にありますよう

に、新たに管理費比率の目標値を設けることに

より、今後、管理費については、この数値の範

囲内に抑制し、事業費の拡充を図ろうとするも

のであります。

最後の総合評価でございますが、県の評価の

欄をごらんください。

活動指標に関しては、巡回指導件数が目標に

届かない指標がありましたが、各組合員等を通

じ積極的に呼びかけ、26年度を上回る達成度と

なっております。

財務指標に関しましては、目標を達成してお

ります。今年度設定いたしました管理費比率は、

目標を達成することを今後期待しております。

中期事業目標につきましては、センターが作

成した指導センター事業推進アクションプラン

に基づく業務改善を行っているところでござい

ます。

以上で説明を終わります。

○木内健康増進課長 健康増進課分を御説明い

たします。

２つ法人がございます。宮崎県移植推進財団、

宮崎県健康づくり協会ですが、移植推進財団に

つきましては、地方自治法に基づく報告と条例

に基づく報告の両方をあわせて御報告させてい

ただきます。

まず、報告書の23ページ、お開きいただけま

すでしょうか。

宮崎県移植推進財団の地方自治法に基づく報

告で、平成27年度の事業報告になります。

まず、事業概要ですが、臓器移植を普及促進

するため、県民への移植医療の知識や意義の普

及啓発、医療機関への情報提供及び移植医療が

適正に行われるための支援を行っております。

事業実績のところですが、（１）臓器の提供の

意思の、臓器移植ネットワークへの登録の啓発

を行う一方、腎臓移植の、受ける側の希望者の

登録を行いまして、平成27年度末の数値ですけ

れども、県内では57名の方が移植の希望の登録

をされております。待機をされているというこ

とになります。

（２）普及啓発につきまして、県内各所にお
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きましてパンフレット配布やポスターの展示、

講演会等さまざまな啓発活動を行いました。

24ページをお開きください。

（３）臓器移植関係機関相互の連絡調整、（４）

腎臓移植希望者の新規登録時検査料の助成、

（５）臓器提供意思表示カードの配布、（６）臓

器のあっせんに関する支援を、それぞれ実施を

しております。

（６）の右側、実績欄に記載のとおり、27年

度、移植の可能性に係る通報は３件ございまし

たが、移植に至った例は１件となっております。

続きまして、25ページ、貸借対照表を御説明

します。

27年度の資産の合計額は、資産の合計のとこ

ろですが、6,080万4,529円、負債の合計額は、

そのさらに下ですけれども、133万3,361円、差

し引きで正味財産の合計は5,947万1,168円と

なっております。正味財産のうち指定正味財産

は5,899万3,500円となっておりまして、前年度

から300万円減少をしております。これは基本財

産を300万円取り崩したということになります。

続きまして、26ページ、正味財産増減計算書

に参ります。

まず、経常収益でございますけれども、基本

財産の運用益が３万4,680円、賛助会員からの会

費収入95万9,000円、それから、基本財産の取り

崩し額が300万円、その３行下の臓器移植連絡調

整者設置事業補助金、これは県からの補助金で

ございますが、223万8,000円、その下、受取民

間助成金とありますが、臓器移植ネットワーク

等民間団体からの助成金が合わせて128万7,422

円、寄附金の合計が16万5,329円などとなってお

りまして、経常収益の合計は768万4,822円となっ

ております。

一方、経常費用につきましては、コーディネ

ーターの人件費あるいは事務職員の人件費、交

通費、普及啓発費等を計上しております。27年

度は財団職員の勤務日数等の見直しを行いまし

て人件費が増額しております。経常費用の合計

は、事業費と管理費を合計しまして732万7,483

円となっております。

続きまして、29ページ、28年度の事業計画に

ついて御説明します。

事業計画につきまして、28年度も引き続き

（１）から（６）までの事業を行い、臓器移植

の普及促進、医療機関への支援等を行うことと

しておりますが、本年度も（３）の県内の臓器

提供に係る医療機関の支援に重点的に取り組み

まして、県内での臓器移植に結びつくよう努め

ております。

次に、30ページ、収支予算書をごらんくださ

い。

経常収益の合計額は785万6,000円としており

ます。これは昨年度から56万8,000円の減となっ

ておりますが、これは、基本財産取り崩し額及

び臓器移植ネットワーク助成金の減額によるも

のです。

先ほども御説明をしましたとおり、昨年度、

県内の臓器提供に係る医療機関の支援に積極的

に取り組むために、コーディネーター及び事務

職員の勤務日数をふやしました。そのための財

源を確保するために、昨年度350万円の基本財産

取り崩し額を予算計上しておりましたが、一方

で、各種の経費の節減に努めまして、実際の昨

年度の取り崩し額は300万円となりましたことか

ら、今年度は取り崩し額290万円ということで予

算計上をしております。

経常費用ですが、事業費と管理費を合わせま

して772万4,000円となっております。昨年度か

ら62万6,000円の減額となっておりまして、これ
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は、人件費、旅費、交通費等の減額によるもの

でございます。

続きまして、条例に基づく報告のほうに移り

ます。167ページをお開きいただけますでしょう

か。

まず、法人の概要についてでございますけれ

ども、総出資額5,899万4,000円となっておりま

す。うち県出資額は3,734万1,000円、県の出資

比率は63.3％となっております。

県関与の状況についてでありますが、人的支

援につきまして、平成28年度、役員８名のうち

県職員が３名、県退職者が１名、いずれも非常

勤となっております。

財政支出につきましては、補助金223万8,000

円を支出しておりまして、これは、臓器移植連

絡調整者設置事業と申しまして、臓器移植のコ

ーディネーターの人件費等に対する補助となっ

ております。

また、その他の県からの支援等にありますと

おり、事務局を健康増進課内に置いております。

その下の欄、実施事業につきましては、先ほ

どの説明と重複をしますので省略します。

活動指標としましては、会議回数及び臓器提

供意思表示カード配布枚数としておりまして、27

年度、腎臓提供協力病院の連絡会議の実施回数

は、目標値のとおり２回開催となっております。

一方、臓器提供意思表示カードの配布枚数に

つきましては、目標４万枚に対しまして、実績

は３万3,183枚ということで、達成度は83.0％と

なっております。

168ページをお開きください。

財務状況につきましても、先ほどの御説明と

重複しますので省略をいたします。

財務指標につきまして、まず、自己収入比率、

経常費用に対する基本財産運用益等の自己収入

の割合ですが、目標値20％に対して、実績15.8

％となっております。低金利によりまして、基

本財産の運用益が小さくなっておりますが、移

植医療に関係のある医療機関への訪問等に取り

組みまして、自己収入の増加に努めておるとこ

ろでございます。

財務指標の２番目、自主事業比率につきまし

ては、目標68％に対して、実績91.4％というこ

とで、達成度134.4％となっております。

県監査の状況につきましては、指摘事項等ご

ざいません。

総合評価についてです。

引き続き、本県の臓器移植を促進するため、

賛助会員について、個人だけでなく、企業、医

療機関等の法人についても募集活動を強化して

おります。今後とも自己収入の確保に努める必

要があると考えております。

また、安定した運営に向けまして、昨年度か

ら事務職員の勤務日数等の見直しを行っており

ますが、引き続き、組織運営体制の強化に努め

てまいります。

評価につきましては、各目標の達成度等を総

合的に勘案しまして、活動内容と財務内容はＢ、

組織運営はＣとしております。

移植推進財団については以上でございます。

続きまして、169ページ、公益財団法人宮崎県

健康づくり協会に参ります。

本法人の総出資額は3,000万円、うち県出資額

は800万円でありまして、県出資比率は26.7％と

なっております。

設立目的は、県民の総合的な健康づくりを積

極的に推進するための必要な事業を行うとなっ

ておりますが、特記事項の欄に記載しておりま

すとおり、各種の健康診断、検診事業が当協会

の主要な事業となっておりまして、自主財源の
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大部分がこの事業収入により確保されておると

ころでございます。

県関与の状況についてですが、人的支援、平

成28年度は、役員11人中３人が非常勤の県職員

となっております。また、県職員として２名を

派遣しております。

財政支出としまして、平成27年度、委託料１

億1,920万9,000円を支出しております。

また、その右側、県職員人件費としまして、

これは、法令に基づく整理を行いまして、27年

度1,302万9,000円を支出しております。

その下、主な県財政支出の内容、①から⑤ま

で掲げておりますが、①宮崎県健康づくり推進

センター管理運営委託は、県内各市町村が行う

がん検診の精度管理やデータ分析、特定健診・

保健指導に関する研修等の技術支援及び健康づ

くりに関する普及啓発や調査研究を行う宮崎県

健康づくり推進センターの運営委託でございま

す。平成27年度は6,903万1,000円を支出してお

ります。

②新生児マススクリーニング検査事業は、新

生児の先天性疾患等の血液検査を実施するもの

で、支出額は3,373万6,000円、③がん検診受診

環境整備事業は、がん検診の未受診者に対し、

電話等で個別に受診勧奨を行い、受診率を向上

させるというものでございまして、支出額

は1,000万円となっております。

④妊娠・出産啓発事業に関する講演会は、若

い世代を対象とした妊娠・出産に関する講演会

を実施するもので、支出額321万1,000円。

⑤新生児聴覚検査・療育体制連携強化事業は、

新生児の聴覚障がいの早期発見及び早期療育の

促進を図るものでございまして、支出額は116

万8,000円となっております。

その下の実施事業の欄に、①から⑨まで各種

事業を掲げておりますが、冒頭御説明しました

とおり、①の健診事業が主要なものとなってお

ります。

次に、活動指標です。

①基本健康診査の実施件数につきましては、27

年度の目標値３万件に対しまして、実績値は２

万2,847件となっておりまして、前年より増加し

ておりますが、達成度は76.2％となっておりま

す。

②市町村、事業場等健康指導受講者数につき

ましては、目標5,000人に対しまして、5,849人

ということで目標を達成しております。

また、ホームページアクセス数につきまして

も、目標２万6,000件に対しまして、実績３

万5,658件ということで達成となっております。

170ページに参ります。財務状況です。

表の左側、正味財産増減計算書です。

27年度の経常収益は15億9,603万4,000円、経

常費用は14億9,491万円でありまして、ちょっと

中ほどに参りますが、当期一般正味財産の増減

額は１億112万4,000円の増となっております。

一般正味財産の期末残高は12億718万4,000円で

ございます。そして、当期指定正味財産の増減

額は374万4,000円の減、指定正味財産の期末残

高は7,191万7,000円となりまして、正味財産の

期末残高は、一番下にありますとおり、12億7,910

万1,000円となっております。

右側の貸借対照表でございますが、資産が27

年度は19億6,713万6,000円に、負債が６億8,803

万5,000円となりまして、正味財産は12億7,910

万1,000円となっております。

財務指標ですが、管理費比率、27年度の経常

費用に対する管理費の割合は、目標値3.9％に対

し、実績値3.5％ということで、目標を達成して

おります。
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人件費比率につきましては、人件費、経常費

用に対する割合の目標値60％に対して、実績値

は58.4％と、これも達成をしております。

収支比率につきましても、事業収益に対する

事業費の割合、目標値93.9％に対し、実績値

は90.6％でありまして、達成となっております。

県監査におきます指摘事項等はございません。

総合評価ですが、運営基本構想に基づく経営

の自立化等に向けた取り組みが着実に推進をさ

れております。

活動指標については、２つの指標で目標を達

成しております。

財務指標につきましては、いずれも目標値を

達成しております。

引き続き、経営改善を図るとともに、効果的

な事業計画の策定・実施が必要であると考えて

おります。

評価は、活動内容についてＢ、財務内容及び

組織運営につきましてＡとしております。

宮崎県健康づくり協会についての御報告は以

上でございます。

○太田委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

○田口委員 ちょっと勉強のために教えてくだ

さい。

宮崎県移植推進財団の事業報告書がございま

したが、27年度の登録者が57名で、新規登録者

が５名。これが多いのか少ないのかというのが

ちょっとよくわからないんですが、県内の透析

者数は今、何人ぐらいいるんですか。

○木内健康増進課長 少しお時間をいただきま

して、後ほど御報告いたします。

○太田委員長 すぐにわかりますか。

○木内健康増進課長 県内の透析患者数につき

まして、集計を別途とっておりまして、27年度

で3,881人となっております。

○田口委員 本来であれば、この人たちは全員

が透析を、全員が対象者になるかは別としても、

患者は移植すれば透析はなくなるわけですよね。

それが3,881人と。たったの57名しか登録がない

というのは、ちょっと僕は医療的なことはよく

わかりませんが、そのあたりの状況を教えてい

ただければ。

○木内健康増進課長 臓器の待機の登録につき

ましては、大方の臓器につきましては、臓器移

植ネットワークのほうで全国での登録となって

おりますが、腎臓につきましては、都道府県単

位の登録となっておりまして、実際の臓器のマッ

チングをする際に、各都道府県の中での待機者

と提供者のマッチングを優先するということに

なっております。

宮崎県では、県立宮崎病院が腎臓移植のでき

る病院と指定をされておりまして、ここで臓器

の移植が行われるわけですけれども、どこの病

院で登録をするかというところが患者さんのお

考えもありますので。宮崎県で登録をされた方

というのは、宮崎県からの腎臓の提供を優先的

に受けられるということになっておりまして。

そういったことも影響しているのではないかと

考えておるところです。

○田口委員 腎臓に関しては、県内だけでやる

ということなんですね。オンラインみたいなこ

ういう時代に、県内だけでやるという状況なん

ですか。

○木内健康増進課長 優先順位につきまして、

医学的なことも含めてポイント制になっておる

んですけれども、その中の県域内の待機が、ポ

イントの加算をされておりますために、結果的

に県内が優先的に配分されるということになっ

ております。
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○田口委員 今、県内を優先的にということで

ありましたけれど、県内に適合者がいない場合

には、県外とも全国的にオンラインでつながっ

ていると思っていいですか。

○木内健康増進課長 はい。ポイントの優先順

位で決まってきますので、県内よりも点数が高

い方がいらっしゃれば、県外にも移植をされる

ということはあり得ます。

○田口委員 先ほど、腎臓希望者の登録につい

て、啓発もいろいろしているという話でござい

ましたけれど、腎臓提供者に向けての何か活動

はしているんですか。

○木内健康増進課長 事業実績の（５）にあり

ますとおり、臓器提供意思表示カードというも

のをお配りしまして、これに記入をしていただ

く活動をしております。カードのみならず、運

転免許証の裏面であるとか、健康保険証の裏面

等にも意思表示欄がございますけれども、これ

らに意思ありとつけていただくと。実際に提供

が可能な状態になったときに、提供がスムーズ

に済むということになっております。

○田口委員 免許証に登録といいますか、提供

をしてもいいですよというのは、どれぐらい県

内にいらっしゃるか、それは把握できているん

ですか。

○木内健康増進課長 配布をしておりますカー

ドであるとか運転免許証につきましては、御自

身で提供したい、あるいはしたくないというと

ころに丸をつけまして、御自身で携帯されてお

りますことから、具体的にどのくらいの方が提

供してもよいというところに丸をつけたかの統

計がございません。

○田口委員 何か自己満足のために……。

○太田委員長 ちょっと整理する意味では、死

亡とかいう事実がないとだめだからという事情

があるかもしれませんね。

○木内健康増進課長 先ほどの追加です。平成25

年８月に、内閣府のほうでアンケート調査を実

施しておりまして、その調査結果によりますと、

この意思表示カードのところに記入をされてい

る方は12.6％であったとのデータは出ておりま

す。これは全国の数字です。

○田口委員 そうすると、去年、あっせんによ

る腎臓の移植が１件あったと出ていますが、こ

れは、交通事故か何かでそういうふうに亡くなっ

た方と思っていいんですか。

○木内健康増進課長 昨年11月に、脳死により

まして臓器提供が県内で行われました。このと

き、新聞報道等でも10歳以上15歳未満の男児と

いうことで公表をされておりますが、死因等に

ついては非公表となっております。

○田口委員 先ほどの話ですと、県内にやっぱ

り3,881名も透析患者がいて、実際は57名だけが

登録で、実際免許証とかの数もよくわからない

ということでは、あんまり進まないですよね。

もうちょっと実態を把握して、もうちょっとア

ピールをしないと、移植をしてもいいですよと

いうのが広がっていかないんじゃないかなと思

うんですけれども。

○木内健康増進課長 昨年度、提供が１件しか

なかったということで。これは、宮崎県だけが

少ないということではなくて、全国的にも提供

件数が少ないと言われておりますけれども。や

はり待機者の数に対して、実際に行われる提供

の数が圧倒的に少ないのが現状でありまして。

提供の数がもっとふえるように支援していかな

ければいけない。そのために、カードの配布と

いうこともやっておりますけれども、提供を実

際に実施する医療機関の体制が整えられていな

いと、御家族の意思があっても実際の提供につ
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ながらないということで、ここの体制整備に力

を入れているところでございます。

○田口委員 例えば、意思表示に関しては、組

織的にお願いをしているとか、県庁の中でもみ

んな回しているとか、そんなのはあるんですか。

例えば、私たち議員でも登録をしていない人も

いらっしゃると思いますし。

○木内健康増進課長 カードの配布等につきま

して、各団体の皆様、施設等にも御協力をいた

だいて配布しております。ただ、個別になりま

すとなかなか機微に触れる部分もございまして、

そこはやはり丁寧な説明が重要なのではないか

と考えております。

○太田委員長 関連で、ほかにありますか。

○前屋敷委員 せっかくですので、関連して。

登録時の組織適合検査の助成で、助成対象の方

が４名いらっしゃいますが、この４名の方は移

植を受けるということで適合かどうか検査をさ

れたということですか。

○木内健康増進課長 そのとおりです。

○前屋敷委員 しかしながら、１名だけの移植

にとどまった。残念ながら適合にならなかった

ということなんですか。

○木内健康増進課長 実際に提供可能な臓器が

出た場合に、速やかにマッチングを行う必要が

ありますので、登録をされる方については登録

時にこの検査をあらかじめしていただくという

ものでございまして。これは年度末ですけれど

も、新規の方も含めまして57名いらっしゃる中

から、全国の中でそのときのポイントで一番高

い方に優先的に配分をされるという仕組みに

なっております。

○前屋敷委員 適合検査を受けられた方４名は、

現在、待機をしていらっしゃるということです

か。

○木内健康増進課長 個別に４名の方が今、ど

うということの情報を持っておりませんけれど

も、毎年、新規に登録される方がいらっしゃる

一方、医学的理由等で登録を外れる方もいらっ

しゃいまして、合計が今、57名となっておりま

す。

○松村委員 ちょっとわからないんですけれど、

テレビなんかで、よく緊張した場面とか臓器提

供者から飛行機でとか、どこかあちこちに行っ

たりする場面があるんですけれど、そこに移植

コーディネーターという方のよく名前が出ます

けれど。移植財団の費用の中に移植コーディネ

ーターさんの活動とか、そういうところも入っ

ているんですか。これは少ないから、人件費は

入っていないですよね。

○木内健康増進課長 御指摘のとおり、経常費

用のところで給料手当、福利厚生費、旅費、交

通費等を計上しておりますが、これは、この財

団所属の移植コーディネーターの人件費という

ものが含まれております。

○松村委員 何名出してるのですか。

○木内健康増進課長 コーディネーター１名と

事務職員１名でございます。

○太田委員長 ほかにありませんか。関連じゃ

なくてもよろしいです。

○松村委員 207ページ、社会福祉事業団です。

この県財政支出の内容の②番の地域生活定着促

進事業で、刑務所を出所した人の相談とあるん

ですけれど、これは毎年2,000万ですが、実質的

にはどれぐらいの事業実績があるんでしょうか。

○渡邊福祉保健課長 この事業について概要を

御説明いたしますと、65歳以上の高齢あるいは

障がいを持っていらっしゃる方で刑務所に入っ

ておられる方がいらっしゃいます。そういった

方々が社会復帰をされたときに、本当であれば
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障害年金とか介護保険とか生活保護が受けられ

るにもかかわらず、そういったものの存在をそ

もそも知らないと。そういったことで生活に困っ

て、また、犯罪を犯して刑務所に入ってしまう

と。そういったふうな悪い連鎖を断ち切るため

に刑務所に入っている間にその方がどういった

ふうな福祉のニーズを求めているのかとか、刑

務所を出所した後にはどんなふうな生活がした

いのか、そういったことをお聞きしまして、そ

して、その上で出所した後に即生活保護が受け

られるとか、あるいは障害者手帳がもらえると

か、そういったふうなお手伝いをする事業でご

ざいます。

ちなみに、平成27年度の実績で申し上げます

と、新たに15名の方がこの支援の対象としてそ

ういったケアを受けております。

○松村委員 わかりました。この15名に対する

実務的な一部費用の負担と、ここにかかわる事

務の費用ということになるわけですね。

○渡邊福祉保健課長 当該業務を行うために、

社会福祉事業団の中に地域生活定着支援センタ

ーを設けておりまして、そこで、全体で６人体

制で業務を行っているんですけれども。その中

には事業団との兼務職員もいるんですけれども、

数人はこの専属の職員もおりますので。そういっ

た方々の人件費、事務所の維持費等で2,000万と

いう予算が措置してございます。

○松村委員 わかりました。この部門は何か法

務行政ということで、県が直接こういう指導と

いうか支援をしているところが私もよく知らな

かったんで。法務省系だからそっちがやってい

るのかなと思ったんでお聞きしたところです。

もう一点なんですけれど、私も福祉財団のこ

とがよくわからないんですけれども、ここはす

ごく資産が多いですよね。固定資産というんで

すかね。100億でしたかね。これは建物とか設備、

そういうところですか。

○池田法人指導・援護室長 社会福祉事業団は、

かなり大きな施設を持っております。11施設を

運営しておりますので、そういった形で多くなっ

ているところでございます。

○松村委員 わかりました。10の施設の年間延

べ人数とか、これは目標になっているから、多

分そういう固定資産も多いのかなと思ったとこ

ろでした。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○宮原委員 生活衛生営業指導センターで。こ

れは巡回指導とか書いてあるんですけれど、ク

リーニング・理容・美容、そのほかどういうの

が入るんですか。

○竹内衛生管理課長 自主衛生管理促進事業は

理容・美容、クリーニング業、あと旅館業の４

業種のほうから、組合の中から125名の県内指導

員さんを推薦していただいて、その方は大体年

間１人15件を巡回指導するということで、県が

この事業を指導センターに委託をしているとこ

ろでございます。

○宮原委員 それはよく聞くんですけれど、理

容とか美容とか、各地区で組合がありますね。

組合に加入されない方がふえていると聞くんで

すけれど。そういう方は組合の関係者のところ

だけ指導をするんですか。関係外になると、勝

手にやっちょってくださいということになるん

ですか。

○竹内衛生管理課長 組合によって、例えば、

組合以外のところでなかなか回りにくいという

こともございます。保健所と環境衛生監視員と

一緒になって、そういったところは巡回指導を

したりしておりまして。また、組合員さんのと

ころは、この指導員さんたちにちょっとお願い



- 33 -

平成28年９月14日(水)

をしているという状況もございますけれども。

組合によっては、そういう組合、非組合員にか

かわらず、巡回指導を行っているところもござ

います。

○宮原委員 回るんですね。よく理容とか美容

とかも料金の設定が全然違って、逆に組合に入

ると決められた金額で、入らなければ自由に値

段設定ができるような感じですよね。そういう

ことから、逆に言うと組合に入らない人が増加

している状況ですよね。

○竹内衛生管理課長 全体の組合員数を見ます

と、大体26年度が4,010件です。27年度は3,915

件ですけれども。組合を脱会されるというより

も、どっちかというと、今、生活衛生業のちょっ

と高齢化が進んでおりまして。それでおやめに

なるところと、あと、全国からのチェーン店と

か、そういったところの進出とかがございまし

て、そこの組合の加入がなかなかスムーズにい

かないという状況がございまして。組合に加入

するために、現在、例えば11月は推進、強化月

間として組合の加入率の向上のためにそういう

事業を設けたりしております。

○新見委員 １点だけお尋ねしたいと思いま

す。169、170ページの健康づくり協会のことで

ございますが。170ページの総合評価の県の評価

のところに、活動指標については、ホームペー

ジアクセス数が大幅に伸びているという評価が

なされていますが、169ページの下の活動指標を

見ると、確かに、③番のホームページのアクセ

ス数は目標値をかなりオーバーして実績として

上がっておりますが、アクセス数が直接的に①

の健診の実施件数の伸びに結びついていないよ

うな内容になっているんですが。何を情報発信、

周知されているのか、そこ辺をちょっと確認の

上、しっかり健診の増加に結びつくような取り

組みをしてもらいたいと思うんですが、いかが

でしょう。

○木内健康増進課長 健康づくり協会につきま

しては、169ページの下の段、実施事業というと

ころにありますとおり、収入の面では健診が多

いわけですけれども、健康の啓発活動であると

か、研修会の開催あるいは調査研究等、さまざ

まな事業を行っております。ホームページアク

セス数というのはいろいろなもののトータルを

見ておりますので、これが直ちに健康診査の実

施数の増加につながるということではないとい

うのは委員が御指摘のとおりでございます。

○日高福祉保健部次長（保健・医療担当） 少

し補足をさせていただきますが、ただいま課長

が申しましたとおり、ホームページのアクセス

数につきましては、必ずしも健診情報の提供と

いうことのみならず、健康に関するさまざまな

情報を健康づくり協会のほうでは発しておりま

すので、そういったものを見ていただいて、み

ずからの健康づくりに役立てていただきたいと

いうことで、一つの成果指標、活動指標に上げ

させていただいているところでございます。

確かに、健康づくり協会の本来の業務といた

しましては、各種特定健診を、市町村が実施す

る特定健康診査の受託を初め、中小企業の実施

する労働安全衛生法に基づく健診の受託、ある

いは、医師会との調整をした上で人間ドックで

すとか、さまざまな健診に取り組んでいるとこ

ろでございます。なかなか市町村が実施します

特定健診につきましては、それぞれの市町村の

予算の関係等がございまして、かなり安い健診

費用の民間の健診機関にどうしても流れやすい

というところがあって、大変健康づくり協会も

そういった面で厳しいところはありますが、協

会としましては、経年的な記録をきちんと管理
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をしておりますので、そういった付随情報とい

いますか、単年度の健診結果のみならず、長い

健診結果をきちんと分析をして市町村にお返し

をするといった付加価値をつけることで、市町

村さんに特定健診の受託を協会のほうにしてい

ただきたいという取り組みも行っております。

また、昨年度から、日本郵政株式会社の健診を

新たに受託するなど、かなりいろんなところで

頑張っているところではございます。

○新見委員 大体理解できました。要するに、

ホームページでは、健診の重要性とかいうのを

どんどん発信して、それを見て、何らかの、健

康づくり協会じゃなくてほかのいろんな健診を

受ける施設がございますので、そこ辺で受けて

いらっしゃる可能性が高いということでもあり

ますね。はい、わかりました。

○松村委員 毎年、議会のほうでもここで健診

をさせてもらっているんですけれど。確かにずっ

と記録が残っていて比較というか、経年してど

うなっているかが見えるからいいです。

ただ、不満なのは、私も２年に１回とか内視

鏡検査をやりたいんです。大腸がんとか胃がん

とか。それがないんです。それで、結果的には

もう一回、どこかの民間病院に行ってやるんで

すけれど。できたらそこまでやると、年に二、

三回でも行ってみようかなと、お客がふえるん

じゃないかって。そこまではないでしょうけれ

ど。ちょっとやっぱり検査内容の、民間と比べ

てちょっとおくれてるかなというイメージが一

つと。もう一つは、やっぱり民間を圧迫すると

いけないということで、健康づくり協会は少し

のんびりしているのかなという思いもあったん

ですけれど。この事業が収入のほとんどだと書

いてありますので、もうちょっと中身を充実し

ていただくとお客さんも喜ばれると思うんです。

検査を受ける方も選択肢がふえて。どうぞよろ

しくお願いします。

○木内健康増進課長 検査内容についてですけ

れども、恐らく議会で今、委員が受けられてい

るとお話にあったのは、被用者健診、事業主が

労働安全衛生法に基づく義務として労働者に受

けさせる健診ということで。この中には、今、

お話のあった胃がんや大腸がんの検診というも

のは義務として入っておりません。そのために、

そこはオプションとしてお金の御負担をいただ

いて受けていただく、あるいは、事業者によっ

ては、事業者の側の福利厚生の一環として費用

を出すということで実施をされているものと

思っております。

それから、民間事業者との競争の件につきま

しては、先ほど次長からも申し上げましたとお

り、価格だけで安いところにするということに

なりますと、例えば、検査一つにつきましても、

精度管理が十分でないとか、あるいは健診後の

フォロー、情報の出し方というところで、必ず

しも質の高いものになっていない、受けた方の

健康づくりにつながっていないのではないかと

いう点を考えておりまして。実際に健診を受け

ていただいた方の健康につながるような、質の

高い健診というものをよりアピールしていかな

ければいけないと考えておるところでございま

す。

○松村委員 集団健診のオプションで、今、が

ん検診をやっていますよね。たんの検査とか便

の検査とか。これはオプションでやっています

よね。ここは、通常は人間ドックとかだったら、

内視鏡の検査も受けられるということですか。

○木内健康増進課長 協会では、人間ドック、

集団健診ともに内視鏡検査は行っておりません。

○松村委員 今、がん検診は非常に進めなくて
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はいけないという立場にある中で、やっぱり健

康づくり協会こそまさにオプションを。せっか

く、基本健診にお見えになる方にオプションと

してがん検診をやりませんかということを積極

的にお願いしていくことも大事なんじゃないか

なと思います。そのためには、メニューとして

内視鏡とかもあることで、さらに患者じゃない

ですが、検査に来る方も選択肢がふえて、３万

人を達成することも不可能じゃないと思います。

○木内健康増進課長 御指摘のとおり、がん検

診につきましては、受診率が十分でないという

ことで、県としてもこれは推進をしなければい

けないと考えております。広くがん検診の重要

性をアピールして、より多くの方に受けていた

だく努力をしなければいけないと考えておりま

す。

○日隈福祉保健部長 松村委員のおっしゃると

おり、広く健診事業を展開していかなくちゃい

けないと思っています。

一方、市町村を回るとよくわかるんですけれ

ど、人口がふえる宮崎市はいろんな医療機関が

あって、これも商売じゃないですけれども、健

診事業はいろんな病院もやりますから競合をす

るところはあるんですが。郡部のほうに椎葉と

か諸塚まで、いわゆる移動車を持っていって健

診事業をやっているというのが、ここの協会の

非常に大きい存在価値というか、そこが一番大

きいところじゃないかなと思います。郡部はど

んどん人口も減っていきますし、医療機関もな

かなかありません。そういうところに移動検診

車が行って、特に高齢者、健康寿命を延ばそう

という県の一生懸命な努力もあるところなんで

すけれど、そういうところに、やっぱり早期発

見、健康維持ということで、あんなに狭い道路

を検診車が上っていって、集まっていただいて、

そこで健診事業をやっているというのは、この

協会があってこそ、そういうことができている

のかなという。その点は評価をいただきたいな

と思います。

○松村委員 評価をしているんです。来週、ま

た健診に行くんですけれど、評価をしてなかっ

たら、よそに行きますよ。

○太田委員長 松村委員のほうからも建設的な

提言がありましたので、また事情もわかりまし

たので。ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 この報告事項については終わり

まして、次に、その他報告事項に入りたいと思

います。

○渡邊福祉保健課長 福祉保健課でございます。

厚生常任委員会資料の８ページをごらんいただ

きたいと思います。１番といたしまして、各種

入所型福祉施設の安全確保について御説明をさ

せていただきたいと思います。

去る７月26日、神奈川県の相模原市内の障害

者支援施設におきまして、元職員が入所者19名

のとうとい命を奪いまして、そして、26名を負

傷させるという凄惨な事件が発生したところで

ございます。数多くのとうとい命が奪われまし

たことに対しまして、心から哀悼の意を表しま

すとともに、御家族の皆様へお悔やみを申し上

げたいと存じます。

さて、この事件を受けました県としての対応

等につきまして御説明をさせていただきます。

まず、１番目に書いてございますが、今般の

相模原市への事件を受けての各種の施設に共通

した対応につきましてでございます。

事件が発生いたしました７月26日付で、厚生

労働省から各都道府県等に対しまして、市町村

及び社会福祉施設等への注意喚起を促す通知が
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発出されております。

これを受けまして、県のほうでは、翌７月27

日に市町村及び社会福祉施設等宛て、入所者等

の安全の確保を図っていただくように福祉保健

部長名で通知を行ったところでございます。

主な通知先でございますが、記載にございま

すように、障がい者の入所施設、グループホー

ムなどの障がい者（児）福祉関係施設、特別養

護老人ホーム、ケアハウスなどの老人福祉保健

関係施設、幼稚園、保育所、児童養護施設など

の児童福祉関係施設など、合わせまして2,555の

施設となります。

続きまして、２番目の各施設種類ごとの安全

確保の状況と今後の対応についてでございます。

まず、（１）にありますけれども、障がい者

（児）福祉関係施設に関する事件前の状況と事

件後の対応につきまして御説明をいたします。

事件前の状況でございますけれども、これま

で不審者の侵入等に対する安全確保につきまし

ては、事件が発生した施設と同様の29の入所施

設のほとんどで施錠の徹底は図られておりまし

て、施設によっては、防犯カメラや防犯グッズ

の設置、防犯マニュアルの整備など安全管理に

努めているところもございました。

事件後の対応でございますけれども、施設の

安全確保や障がいのある人への理解を図ります

ため、丸を５つつけてございますけれども、１

つ目にありますのが、事件が発生した施設と同

様の29の入所施設に対しましては、安全管理・

防犯体制の状況等を把握するための調査、２つ

目が、関係部局と連携した障がい者（児）福祉

施設の施設長等を対象としました施設の安全確

保に関する情報交換や意見交換、３つ目が、安

全確保及び安全管理に関するセルフチェックシ

ートの提供、４つ目が、庁内の各所属長及び各

市町村長に対しまして、障がい及び障がいのあ

る人に対する県民の理解を進めるための啓発の

推進の依頼、そして、５つ目が、障がい者（児）

関係団体を対象としました情報交換や意見交換

を実施したところでございます。

今後も引き続き、各施設や事業所を対象に個

別に実施しております実地指導のほか、集団指

導を通じまして注意喚起を行ってまいりたいと

考えております。

次に、（２）の高齢者福祉関係施設についてで

ございます。

事件前の状況でございますが、これまで不審

者の侵入等に対する安全確保につきましては、

各施設における夜間時の施錠の徹底は図られて

おりまして、施設によりましては、防犯マニュ

アルの作成ですとか、警備システムの導入、監

視カメラの設置など安全管理に努めております。

事件後の対応といたしましては、８月24日に、

今回の事件を踏まえた対応等につきまして、関

係団体と意見交換を実施したところでございま

す。また、有料老人ホームにつきましては、秋

に実施をする合同研修会の際に、注意喚起等を

行うことにしております。

次に、（３）児童福祉の関係施設でございます。

事件前の状況でございますが、全ての児童養

護施設におきまして、不審者の侵入に備えた危

機管理マニュアルを策定しております。また、

施設によりましては、赤外線センサーですとか、

警備会社への通報装置等を導入しまして、児童

の安全管理等に努めているところでございます。

事件後の対応といたしましては、今回の事件

を踏まえまして、８月30日に開催いたしました

児童福祉施設協議会施設長会におきまして、不

審者の侵入を想定しました防犯訓練の充実など、

具体的な対策に関する意見交換を行いまして、
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さらなる児童の安全管理に努めたところでござ

います。

最後に、（４）の保護関係施設についてでござ

います。

事件前の状況といたしましては、県所管の施

設は1カ所ございますけれども、警察署や交番署

員による施設周辺の定期巡回、夜間の時間帯の

当直者による毎日の施錠確認あるいは安全点検

項目に基づくチェック、非常時の警察署員の来

園の協力依頼など、警察との連携を図っている

ところでございます。

事件後の対応といたしましては、８月22日に、

警察署員を講師に招きまして、実技を含めた不

審者対応研修を実施したところでございます。

今後とも、不審者に対する受け付け時の対応

ですとか、通報のタイミング、さすまたの使用

方法の確認など、定期的に職員への注意喚起を

行う等、安全管理に努めてまいりたいと考えて

おります。

私からの説明は以上でございます。

○田中医療薬務課長 医療薬務課でございます。

私のほうからは、宮崎県地域医療構想案につい

て御説明をいたします。委員会資料10ページで

ございます。

この地域医療構想につきましては、ことし６

月の常任委員会におきまして、素案の御説明を

させていただいたところでございますが、その

後、パブリックコメントを実施いたしまして、

また、医療審議会の答申もいただきました。こ

のたび、ここにお配りもしております、宮崎県

地域医療構想案を取りまとめたところでござい

ます。

パブリックコメントでは、21名の県民の方々

から47件の御意見をいただきました。御意見に

はさまざまございましたが、例えば、病床の削

減を心配する御意見、あるいは人材確保・在宅

医療などの施策に取り組んでほしいという御意

見など、いろいろ御意見がございましたが、内

容的に、６月の常任委員会で御説明をしました

素案の修正に至る御意見というものではござい

ませんでした。

なお、いただいた御意見、それらに対する県

の考え方につきましては、県庁ホームページに

おいて公表をいたしております。

また、医療審議会からも構想案について適当

との答申をいただいているところでございます。

本日、構想案の冊子を資料１として配付いた

しておりますけれども、６月の常任委員会で御

説明を申し上げました素案から内容に変更はご

ざいませんので、本日、常任委員会資料のほう

で御説明をさせていただきたいと思います。常

任委員会資料10ページで御説明をさせていただ

きます。

まず、１の構想策定の趣旨でございます。人

口減少や高齢化が進む中、団塊の世代が後期高

齢者となる平成37年（2025年）を見据えまして、

将来の医療提供体制について地域医療構想を策

定するものでございます。

次に、２の構想の構成についてでございます

が、まず、（１）総論といたしまして、策定の趣

旨や構想の位置づけ、（２）将来予測としまして、

人口と入院患者数、（３）病床機能の現状等とい

たしまして、病床機能報告制度やその結果など、

（４）将来の医療提供体制としまして、構想区

域の設定、病床数の必要量など、（５）地域医療

構想に係る病床の機能の分化及び連携の推進と

いたしまして、推進体制や施策、成果の把握な

ど、最後に、（６）評価・公表の実施という構成

といたしております。

次に、３、主な内容についてであります。
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まず、（１）の2025年の病床数の必要量につい

てでございます。

これは、下のポツにありますとおり、高度急

性期、急性期、回復期、慢性期の４つの機能ご

と、また、構想区域ごとに、こちらに上げてお

ります表のとおり、推計をしております。

ここにありますとおり、地域ごとに４つの機

能ごとの必要病床数等も上げております。総計

で 県 全体 で は 、一 番 右 下に ご ざ いま す １

万1,036.1床という推計となっております。

なお、表の下の米印で書いています推計の結

果については、という部分でございますが、一

定の条件に基づき算定をいたしたものでありま

して、病床数自体を削減することを意味するも

のではございません。

超高齢社会に対応するために必要な病床機能

を把握いたしまして、各地域の関係者による自

主的な取り組みを基本として、地域の実情に即

した将来の医療提供体制を構築するために活用

するというものでございます。

次に、主な内容の（２）といたしまして、病

床の機能の分化及び連携の推進でございます。

まず、アにあります推進体制でございますが、

構想策定後は、ここにありますとおり、各構想

区域ごとに地域医療構想調整会議という会議を

開催いたしまして、先ほどの2025年の必要病床

数あるいは、その前提になります医療需要といっ

たようなデータをもとに、地域の課題等に対応

するための協議を行うことといたしております。

次に、イの推進施策でございますが、地域に

ふさわしい将来の医療提供体制を構築するため、

施策の方向性を定めておりまして、まず、①病

床機能の分化といたしまして、病床機能の分化

に資する重点化または明確化、病床機能の変更

といったものなど、②の病床機能の連携といた

しまして、病床機能の異なる関係機関の連携強

化など、③の病床機能の分化・連携のための各

構想区域の関係者の支援といたしまして、これ

から本格的に協議が行われます調整会議の関係

者の調査力、あるいは分析力の向上、あるいは

そのための関係者の研修等の支援といったもの

を方向性として定めております。

このような方向性で、各地域の調整会議で、

具体的に必要な事業といった取り組みについて

も議論をされることになります。

構想案の概要については以上でございますが、

今後の予定といたしましては、10月に庁内手続

を経まして、地域医療構想の最終的な策定を行

い、策定後、厚生労働省への報告、それから、

県広報による公示を行うことになっております

ので、そのような手続をとることにしておりま

す。そして、その後に、先ほども申し上げまし

た各地域での地域医療構想調整会議の開催、そ

れに向けて、各種のいろんなデータ整理でござ

いますとか準備作業を進め、そして、各地域で

の会議の開催、協議を進めていくことにいたし

ております。

説明は以上であります。

○河野看護大学法人化準備室長 引き続きまし

て、委員会資料の11ページをお願いいたします。

公立大学法人宮崎県立看護大学中期目標の原

案についてであります。

中期目標につきましては、法人が達成すべき

業務運営に関する目標を記すものでありますが、

あらかじめ、県において策定し、法人設立時に

法人に示すものであります。

この中期目標につきましては、今後、法人設

立までに議案として議会にお諮りすることにな

りますが、今回は、検討段階のものではありま

すが、原案としまして途中経過を報告させてい
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ただきます。

別冊の資料の２のとおり原案を作成しており

ますが、本日は、その概要を委員会資料により

御説明いたします。

まずは、１の目指す大学像でありますが、地

域社会と連携し、本県の保健・医療・福祉の充

実に貢献する大学を目指したいと考えておりま

す。

この大学像を実現するため、２の基本的な方

向にありますとおり、質の高い教育の実施、研

究の活性化、地域社会への貢献、効率的かつ効

果的な法人運営という４つの基本的な方向から

取り組むことで考えております。

次に、３の中期目標の期間等でありますが、

（１）にありますとおり、中期目標の期間は、

平成29年度から平成34年度までの６年間であり

ます。

また、（２）の数値目標でありますが、県内就

職率につきましては、直近３カ年の平均で約40

％となっておりますので、この県内就職率を50

％以上としたいと考えております。

次に、４の内容でありますが、先ほど申しま

した、２の基本的な方向を踏まえつつ、地方独

立行政法人法で示されております区分に基づき

まして、大きく５つに分けております。

まず、１つ目といたしまして、（１）大学の教

育研究等の質の向上に関する目標であります。

その内容といたしましては、まず、教育に関

するものとして、教育内容の質的向上、優秀な

学生の確保などの観点から、２ポツ目でありま

すが、研究に関するものとしましては、研究水

準の向上、研究成果の還元などの観点から、３

ポツ目ですが、地域貢献に関するものとしては、

地域社会との連携強化、県の政策との連携の観

点から、それぞれ構成する方向で検討をしてお

ります。

（２）業務運営の改善及び効率化に関する目

標は、運営体制の改善、人事の適正管理などで

の構成を考えております。

（３）財務内容の改善に関する目標は、自己

収入及び外部資金の確保、経費の効率的執行な

どでの構成を考えております。

（４）自己点検・評価及び情報の提供に関す

る目標は、自己点検及び評価の実施、情報公開

の推進での構成を考えております。

最後に、（５）その他業務運営に関する重要目

標は、大学の安全管理、人権の尊重などでの構

成を考えております。

公立大学法人宮崎県立看護大学中期目標の原

案につきましての説明は以上であります。

○太田委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項についてでありますが、質疑は

ありませんか。

○前屋敷委員 資料の10ページの地域医療構想

のことで少しお聞きしたいと思うんですけれど。

今、御説明をいただいて、３の主な内容のとこ

ろの病床数ですけれども、ここで必要病床を超

える分について削減することを意味するもので

はないという御説明はありましたけれども。先

ほど、新たな県立病院の病床数で、実質20床の

削減という形で今、病院計画がつくられている

御説明も受けたところだったんです、午前中。

それで、新たに、25年度の必要病床数はこの表

のとおりなんですけれども、現在との比較を見

たいと。必要に応じた数ということで提案され

ているんですけれども、具体的に現在数とどう

乖離があるのかというあたりもちょっと見たい

と思うんですけれども。それぞれ圏域ごとのト

ータルとあわせて、高度急性期など、４機能に

分けていますが、そのトータルのところでも構
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いませんので、その辺の数が出ていれば。

○田中医療薬務課長 きょうは、この委員会資

料の１枚で御説明いたしましたが、お手元に資

料１、宮崎県地域医療構想案という冊子をお配

りしております。これの49ページをごらんいた

だきたいと思います。

こちらに表の形で、これは各地域ごと、49ペ

ージは、宮崎東諸県と都城北諸県２地域につい

て。あと以下、ページをめくっていただくと各

地域ごとにまとめておりますが、まとめている

内容といたしましては、表の左側が、2014年度、

病床機能報告値。これは各病院から報告をいた

だいた病床数並びにその病床の機能、高度急性

期から慢性期、これは、一応の基準は示してお

るんですが、基本的に自主申告のような形でい

ただいている病床数でございます。数は、宮崎

東諸県で言いますと総計5,966床という報告をい

ただいております。それに対して、2025年の必

要病床数、先ほど委員会資料の中ほどにありま

した一覧表と同じ数字でございますが、宮崎東

諸県は、総計4,444.8床という推計になっており

ます。単純に比較いたしますと、２つの間に

は1,500ほどの数の差はございます。一応推計と

現状を比べてみますと、そのような状況になり

ます。

○前屋敷委員 わかりました。この表で見てみ

たいと思いますが、将来を予測しての数字では

あるんですけれど、それぞれ患者さんの病状が

固定したものではないので、これは一つの目安

といいますか、そういう指標だと思うんで。こ

れが固定化されたものではないというところは

どんななんですか。

○田中医療薬務課長 あくまで推計で、そして、

これによって病床数の削減を意味するものでは

ないと書いております。これからのお話にもな

るんですが、各地域の調整会議という場で議論

をする。その議論の中身としまして、まずは、

各地域の医療機関の現状をみんなで共有をする。

ということは、ベッドがあり、そこにどのよう

な患者さんが入院をされている。そして、それ

が2025年の推計、まず、全体の医療需要といい

ますか、全体の需要をまず考えたときに、その

需要をいかにして、まずは病院等のベッドで受

けるか。あるいは、現在も全ての医療サービス

を受ける方々というのは病院等にいらっしゃる

わけではなくて、居宅にもいらっしゃる、いろ

んな施設にもいらっしゃる。そういう場所で医

療サービスを受けていらっしゃる方がおられま

す。そういう方も2025年、恐らく総量的にはふ

えるだろうと思われますけれども。そういった

病院、医療機関以外での対応といったようなも

のも含めまして、各地域で議論をしていく。そ

の結果、病床数というのが、やはり中央地域で

はこれぐらいの病床を目指そうと。一つの目安

は今回の推計にはなるんですけれども、各地域

でミクロに確認しながら議論をしていって、そ

ういったところをわかる、見える形にしていく。

その結果を見るということになろうかと思いま

す。

○前屋敷委員 掲示された後の推計表をもとに、

これから地域医療も、開業医の皆さんも含めて

ということになるんでしょうけれど、そういう

場で論議をし、煮詰めていくことになるわけで

すね。わかりました。

○井本委員 私の考えは、要するに、基本的に

金がないと。年間に１兆円ずつ、今、ふえとる

わけですから。しかも、消費税を上げるのに失

敗したということもあるし。やっぱりどうしたっ

て金が、昔じゃないんだから。それで、そのと

きはずっと当てはめていかざるを得んというこ
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とだろうと私は思っているんだけれども、どう

なのかな。

○田中医療薬務課長 2025年という年の意味と

いたしまして、冒頭に申し上げましたように、

団塊の世代が後期高齢者に突入するという。と

いうことは、宮崎では、そんなに医療を必要と

する人口は、倍増とかいう状態ではないんです

が、都市部では、特に団塊の世代が都会へ行っ

て、そして、高齢期を迎え、爆発的にふえると。

その対応ということで、今回、地域医療構想あ

るいは地域包括ケアシステムの構築といったも

のが始まったと理解をしております。その文脈

では、やはり委員のおっしゃるとおり、医療費

がこのままでいくと、もうどんどんふえていく。

要はベッドが足りないからベッドをどんどんふ

やしていくと。当然それに伴って医療費はふえ

ていくと。やはりそれはどこかで、あるいは、

何らかの方法でやっぱり適正なところに落ち着

かせる必要があるという発想は当然あろうかと

思います。ただ、それをばっさばっさと切ると

いうわけではなくて、やはりこれはきれいに落

ち着くような形で、あるいは、病院とかそうい

う医療機関だけで受けるということではなくて、

在宅医療等を含めた全体で、何かいい形をつくっ

ていこうと。そういう取り組みを今、進めてい

ると理解しております。

○宮原委員 一緒で、最終的には病院の先生た

ち、ベッドを持っておられるところは、お互い

テーブルについて、こういう状況ですよと。人

数的にも人口も減りますからとなったときに、

お互いがベッドを持っておられる数を平等に下

げていくということであれば、あんまりがたが

たしないのかなと思うんですけれど。やっぱり

経営ということを逆で考えると、減らすことで

経営が、新しく病院を建てかえられたところ、

もう古いところでも大分違ってくると思うんで

すけれど。そのあたりを地域で、例えば、西諸

と南那珂で単純に見たときに、人口は一緒なの

にベッド数は100ぐらい違うのかな、100までは

違わんけれど。そういうのを考えたときに、やっ

ぱり高齢化、そういったものは一緒だと思うん

だけれど。今、持っておられるベッド数がそれ

ぞれ示されて、それに基づいて。だから、今ま

でベッドがたくさんあったところのほうが得な

んだということにはならないんですよね。

○田中医療薬務課長 特に、委員会資料10ペー

ジの中ほどの表のベッド数が、例えば、日南・

串間と西諸で100近く違うというお話でございま

す。この推計方法が、特に慢性期と言われると

ころが、国の示しました推計方法というのは非

常に、ちょっと言い方はあれですが、厳しい方

法となっております。ある種、漫然とカウント

をするんではなくて、ここでは、例えば療養病

床というのがございます。どちらかと言えば、

慢性化された疾患を持っていらっしゃる高齢者

の方がずっと入院されるベッドだと思いますけ

れども。こういったベッドのうち一部は、在宅

医療等に移行すべきだというルールでの推計を

やっております。また、療養病床は、実は、全

国都道府県ごとに見ますと、相当入院率が違う

と言われております。高いところは低いところ

にできるだけ持っていって、ならそうと。そう

いう目標を持たされた推計、要は、在宅医療等

にどんどんシフトをしていくという推計方法に

なっております。その推計方法の結果、日南・

串間、西諸といったところがこのような差になっ

ておるということがございますが、おっしゃる

ように、日南・串間が、今現在、ベッドが多い

からこうなったのかというところは、ちょっと

なかなか緻密なところまでの分析が難しいとこ
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ろなんですが。いずれにしましても、先ほど申

し上げたような、各地域での調整会議での議論。

結局これは、実際にこれから出てくる医療需要

をいかに受けていくかという、そこの議論は同

じだと思いますので。その中で各地域でやはり

よりよい形に収れんしていくという議論になっ

ていくんだろうと思われます。

○宮原委員 あと、昔は何となく、お医者さん

が午後は往診でよく家を回ってたですよね。だ

けれど、このごろはあんまりそういう雰囲気を

見ないんだけれど。ベッドが落ちた分、在宅に

なるから往診をしてもらうということになるん

だろうと思うんだけれど。今、県内でもそういっ

た訪問でやられている、往診をされているとこ

ろは結構多いんですか。

○田中医療薬務課長 つまびらかに把握はして

おりません。ただ、在宅医療を非常に意欲的に

取り組んでおられる医師、特に開業医の方とい

うのが量的にそうたくさんまだいらっしゃらな

いと聞いておりますが、各地域に何名かいらっ

しゃって、家に行かれて、そこで診療される、

あるいは、医師だけではなくて看護師が訪問を

して診るという形でやっておる。それを今後、

量的にもふやしていく。そういう形で、家で最

後、みとりまでやっていく形に持っていこうと。

そのようなものも含めて、これは地域包括ケア

システムの構築の話にもなりますけれども、そ

れと連動した形での今回の構想と考えておりま

す。

○前屋敷委員 県立看護大のことで、11ページ

ですけれど。この中で財務内容の改善、４の（３）

ですけれど、ここの自己収入と外部資金の確保

というのがあるんですけれど。自己収入は、先

ほど御説明もあって、外部資金というのは、県

が拠出する分のことを指しているのか。もしく

は、また別途何かそういう事業を設けようとし

ているのか。その辺はどんななんですか。

○河野看護大学法人化準備室長 これは、ほか

の大学等も同じ状況にはあろうかと思いますけ

れども、現在、いわゆる研究資金は、例えば文

部科学省あたりは競争的な資金と言っておりま

すけれども、科学研究費ということで、公募型

の研究、提案をして採択をされれば、その分、

研究費を見るというような募集事業を行ってお

ります。まさに、そういう外から研究費を引っ

張ってくるといいますか、獲得するといいます

か、そういう提案型のものをイメージした収入

でございます。

○前屋敷委員 これは国がいろいろ施策を打つ

中で申請をして、資金を調達するという考え方

ですね。

○河野看護大学法人化準備室長 そのとおりで

ございます。ただ、国以外の民間の財団法人等

も研究を促進するという意味で、公募型のもの

を設けているところもございますので、民間も

含めまして、あらゆる公募型のものを情報収集

しながら手を挙げていければなと思っておりま

す。

○太田委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 なければ、その他報告事項につ

いては終了しまして、その他では何かあります

か。

○前屋敷委員 患者申し出療養というのが、こ

としの４月から始まって、保険のきかない医療

なども申し出によっては治療を受けるという。

私、単純に言ったら、混合診療の始まりかなと

いうふうにも思えるんですけれど。実際、特に

難病あたりで指定がなければなかなか費用負担

もかかるんだけれど、しかし、やっぱり治療を
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受けたいという、高度な治療も受けたいという

のがあったりして。それは患者さんの意思だと

も現段階では思うんですけれど。申し出療養制

度に対して、県としてはどこが窓口でされるん

ですか。

○成合国民健康保険課長 患者療養申し出制度

はことしの４月に始まった制度なんですけれど

も、正直言って県のほうにはあんまり情報はな

くて、いろいろと調べてみますと、今、大学病

院のほうが各県窓口になっております。本県で

言いますと、宮医大病院が相談窓口と聞いてお

ります。

○前屋敷委員 直接、そういう患者さんたちの

問い合わせあたりには、県としては受けるシス

テムはまだないんですか。いろいろアドバイス

するとか。

○成合国民健康保険課長 正直申し上げてござ

いません。先ほど申しました宮医大のほうを御

紹介するということになろうかと思います。

○前屋敷委員 そういう問い合わせがあった場

合は、県としては宮医大を紹介すると。そこで

具体的な相談に乗ってほしいということですね。

わかりました。

それとあわせて、これは以前から先進医療の

関係であるんですけれど。そのあたりの相談も

やはり大学病院あたりが受けるんですか。県と

しては、そういう先進医療についての制度の中

身も含めて、相談窓口になっているのか。健康

増進課あたりがされるのか。ちょっとその辺は

わからないんですけれど。医療費にかかわって

くる問題なんで。

○木内健康増進課長 先進医療の御説明という

ことではないんですけれども、難病の患者さん

が治療を受けたいという場合にどのような形に

なるのかという御質問がございましたので、少

し補足をします。

恐らく保険が実際には適用になっている治療

であれば、例えば、指定難病としての医療費助

成は行われていなかったとしても、それは健康

保険の自己負担の範囲内でおさまるということ

でありまして、患者申し出療養であるとか先進

医療という話は出てこないものになります。む

しろ保険にまだ適用されていない、研究段階の

治療というものを受けたい患者さんがいらっ

しゃる場合に、この保険が適用されていないと

いうことで、このような話が出てくることかと

思います。

後ほどもありますが、難病の医療費助成、あ

るいは、その前の研究事業の全体としまして、

まだ病態が明らかではない、治療法が十分開発

されていない難病につきまして、治療法も含め

まして研究を進めるということを目的の一つに

しております。一般には国の難病の研究班が疾

病のグループごとに多数ございまして、その中

で、研究班の先生方が症例の情報を集めて、必

要があれば患者さんから研究班で集めるという

ようなことができる体制をとっておりまして。

例えば、製薬企業あるいは医師主導治験という

場合もありますけれども、新たな治療法の研究

をするような場合には、こういった難病の制度、

医療費助成あるいは研究を通じて把握をされて

いる患者さんの中から、研究に参加をされる方

を募って研究を進めることになっております。

その際には、例えば、治験ということであれば、

治験としての保険外費用、保険の負担と自費分

の負担、あるいは研究費の負担の調和が図られ

るようになっているということかと思います。

○前屋敷委員 なかなか複雑で難しい中身なん

ですけれど。県民の方からそういう中身のいろ

いろな問い合わせ、御相談にやっぱり県が真摯
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に受けて、理解がいくように説明したりするこ

とが必要じゃないかなと思うので。そういった

場合は、健康増進課で受けていただけるのか、

福祉全般のどこあたりになるだろうかというこ

となんですけれど。

○木内健康増進課長 難病の方につきましては、

やはり治療の研究ということになりますと、実

際に治療されている先生方、医療機関が中心と

なって研究開発を進められるということになろ

うかと思います。県としましても、恐らく患者

さんから御相談を受けた場合には、そのような

医療機関あるいは研究者の方を御紹介するとい

う形での対応になろうかと思っております。

○前屋敷委員 わかりました。それと、難病関

連でもう一つですが、難病の指定の枠が非常に

広がったということで、これは大事なことでい

いことなんですが。なかなか症例が少なくて難

病指定にはならないというのもたくさんあるん

です。そういった中で、国の指定があるのはも

う待てないという場合に、責任をずっと県が負

わなきゃならないことにはなるんだけれど、単

独で県が指定をするということも可能なんです

か。それも可能だという話もちょっと聞いたも

のですから。まだ実例はないと思っているんで

すけれど、そういう方向が可能なものなのかど

うか。

○木内健康増進課長 後ほど、請願のところで

も出てきますけれども、平成27年から新法が施

行をされまして、新たな制度を法律に基づく制

度としてスタートしたわけですが、それ以前の

予算措置に基づく制度のときには、医療費助成

の対象となる特定疾患の基準が明確でないと

いった批判がございまして。この疾患が対象に

なっているのに、同様のこの疾患が入っていな

いのはなぜかというところの批判、御指摘がた

くさんありました。この疾病も入れてくれ、あ

の疾病も入れてくれということで多数御要望が

あったところですけれども。新制度におきまし

ては、国のほうで一定の基準を設けまして、そ

の基準に該当するかしないかというところで対

象となる疾患を決める制度になっておりますの

で、県としましても、基準にのっとって客観的

に判断をしていただきたいと考えておるところ

です。ですので、基準を超えて、県のほうで助

成をするということは検討しておりません。

○前屋敷委員 わかりました。

○太田委員長 そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 なければ、請願の審査に移りま

すが、執行部から参考資料を提出いただいてお

りますので、書記に配付をさせます。

３つありますが、まず、請願第15号でありま

す。後期高齢者医療制度における保険料軽減特

例措置について、執行部からの説明をお願いい

たします。

○成合国民健康保険課長 ただいまの15号の後

期高齢者医療制度における保険料軽減特例につ

いて御説明したいと思います。

今、お配りいただいた資料、表題が後期高齢

者の保険料軽減特例についてというものをごら

んいただきたいと思います。

まず、最初の１つ目の○のところですけれど

も、後期高齢者医療制度では、世帯の所得に応

じた保険料の軽減措置というものが政令本則で

定められております。

①のところ、ここは、所得に応じて均等割の

７割、５割もしくは２割の軽減、それから、②

のところ、これは、被用者保険の被扶養者であっ

た方につきましては、２年に限って均等割が５

割軽減されまして、さらに、所得割については
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賦課されないとなっております。

次の４行目の○のところですが、この部分が、

ここにあります特例という部分に当たるところ

でございまして、平成20年度の後期高齢者医療

制度の施行に当たりまして、激変緩和の観点か

ら、毎年度、国の予算措置により実施されてい

るものでございます。

内容的には、①、１つ目ですけれども、所得

の低い方につきましては、さらに均等割が９割

または8.5割に軽減されまして、また、一定所得

以下の方につきましては、所得割が５割軽減さ

れております。

②ですけれども、先ほどの被用者保険の被扶

養者であった方につきましては、２年限りの均

等割５割軽減が、期限なしで、９割軽減されて

おります。

下の表のほうで御説明いたしますと、左側の

低所得者の軽減という欄がございますが、黒い

部分、均等割の７割軽減、５割軽減、それから、

２割軽減のところが、最初のほうの政令本則の

分になります。その下のほうに、楕円形で囲い

のあるところ、７割軽減の下にありますけれど

も、９割軽減、それから、8.5割軽減、それと、

斜め右上の斜め線のところにありますけれども、

所得割のところの５割軽減、ここが特例部分と

いうことになります。つまり均等割７割軽減の

方は、特例によって９割もしくは8.5割に軽減を

されると。さらに、一定所得以下の方は、所得

割が５割軽減をされているということです。

もう一つ、右側の元被扶養者の軽減というと

ころですけれども、同様に、黒いところの均等

割の５割軽減、それと、下に書いてあります資

格取得後２年間のところが政令本則というとこ

ろで、同じように、楕円で囲った９割軽減、そ

れと、その右にあります３年目以降と、いわゆ

る期限なし、ここの部分が特例ということにな

ります。つまり元被扶養者につきましては、期

限なしで、均等割が９割軽減をされるというこ

とになっております。

説明は以上でございます。

○太田委員長 説明が終わりました。後期高齢

者医療制度に関する説明でありますが、何か委

員から質疑がありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 なければ、持ち帰って、それぞ

れ研究をお願いしたいと思います。

続きまして、請願第16号であります。難病医

療費助成制度及びスティッフパーソン症候群に

ついて、執行部からの説明をお願いいたします。

○木内健康増進課長 難病医療費助成制度及び

スティッフパーソン症候群についてと題した紙

がお手元にございますでしょうか。こちらの資

料で御説明をさせていただきます。

まず、難病医療費助成制度ですけれども、難

病の患者に対する医療等に関する法律に基づき

実施をされておるものでございます。

目的ですけれども、その一つは、患者数が少

ない疾病ということでありますので、医療機関

あるいは研究機関、製薬企業も含め、個別の研

究に委ねていては、データが十分集積をされず、

原因の究明や治療法の開発が十分進まないとい

うことがございまして、医療費助成を行うこと

により、難病患者データの収集を効率的に行い、

治療研究を推進することが医療費助成制度の目

的の一つでございます。

もう一つの目的は、その２つ目のポツにあり

ますとおり、長期療養による医療費の負担が大

きい患者の経済的支援というこの２つを目的と

して、国及び県が医療費助成を実施しておりま

す。
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そして、２番目、制度の概要でございますけ

れども、対象疾病数は平成27年の法施行前は56

でございましたけれども、法施行後、27年７月

には306まで拡大をされております。

そして、助成の内容ですけれども、健康保険

が優先となっておりまして、医療保険上で自己

負担割合３割となっている患者さんの負担割合

について、２割に軽減しております。

また、世帯所得に応じた医療費の自己負担上

限額を設定しておりまして、患者さんの経済的

負担の軽減が図られております。自己負担上限

額につきまして、下に表を設けておりますけれ

ども、例えば、階層区分とありますところ、一

般所得１、課税以上7.1万円未満ということでご

ざいますけれども、これに該当する方が、例え

ば、指定難病として認定を受けますと、まず、

自己負担が２割になりますと。さらに、そのお

隣、一般という隣に１万円とありますとおり、

月の自己負担が１万円を上限として、それ以上

は自己負担なしという形になっております。そ

の右の欄は、さらに一定の条件に該当すると、

上限額が引き下げられるという仕組みも設けら

れておりますということです。

そして今、56から306に拡大をされたというこ

とでありますけれども、指定難病の基準でござ

います。まず、難病の定義、これが法律に規定

されておりまして、発病の機構が明らかでなく、

治療方法が確立していない、なおかつ希少な疾

病であって、長期な療養を必要とするものを難

病と定義をしております。

このうち、さらに指定難病、医療費助成の対

象となるものにつきましては、その下、もう２

つ要件がございまして、患者数が本邦において、

人口のおおむね1,000分の１、約12万人程度かと

思いますけれども、これに相当する数に達して

いないこと。さらに、客観的診断基準またはそ

れに準ずるものが確立をしていること。これは

実際に給付を行うに当たって基準がありません

と給付ができませんので、このようなことが要

件となっております。

その上に戻りますが、このような要件に該当

するか否かにつきまして、国の委員会において、

それまでの研究の成果あるいは関係学会等の整

理した情報をもとに検討をされまして、検討結

果をもとに審議会で決定し、厚生労働大臣が指

定をすることが制度として規定をされておりま

す。

そして、スティッフパーソン症候群、今回、

請願のあった疾患ですけれども、脳幹、脊髄の

運動神経の異常ということで、全身のけいれん、

あるいはこわばりが起こる、慢性進行性の症候

群となっております。

それで、先ほど申し上げました、国の検討す

る委員会におきまして、制度施行後、27年の７

月に306まで対象疾病を拡大した後は、疾病の追

加は行われていなかったんですが、平成29年度、

来年度から、さらに追加をすべき疾病につきま

して、本年の春から検討会を開催しまして国の

ほうで検討が行われております。その際、春

に、29年度に向けて検討をする対象の疾病をリ

ストとして公表をされておりまして、222の疾病

が列挙をされております。スティッフパーソン

症候群が、このリストには入っているというこ

とで、検討の俎上にはのっておると。ただ、確

認もしましたけれども、現時点で追加されるか

どうかは決まっていない状況であるということ

でございました。

説明は以上です。

○太田委員長 難病関係の説明が終わりました。

委員から質疑はありますか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 なければ、最後に、請願第17号

に関連する事業、乳幼児医療費助成事業につい

て、執行部からの説明をお願いいたします。

○小堀こども政策課長 本県の子育て支援乳幼

児医療費助成事業につきまして御説明いたしま

す。お手元のＡ４縦の資料をごらんください。

まず、１の目的・背景についてでございます。

この事業は、子育て家庭の負担を軽減し、安心

して子供を産み、育てられる環境づくりを推進

いたしますため、小学校入学前の乳幼児に対し

まして医療費の一部を助成するものでございま

す。

次に、２の助成対象及び自己負担額について

でございますが、入院の場合は、小学校入学前

までは自己負担額を350円、通院の場合、３歳未

満までが350円、３歳から小学校入学前まで800

円といたしておりまして、それを超える額につ

いて助成を行うものでございます。

なお、所得制限につきましては、３歳以上の

通院についてのみ設定をいたしております。自

己負担額は、１診療報酬明細書当たり、いわゆ

るレセプトの額となっております。

次に、３の給付方法でございます。こちらは

現物給付と言われるもので、患者さんは窓口で

自己負担額のみをお支払いいただきまして、医

療機関のほうが市町村に請求を行うという方法

となっております。

４の実施主体でございますけれども、市町村

が実施主体となっておりまして、県が２分の１

を補助いたしております。

資料の下側のほうに事業のイメージを、例を

挙げてお示ししております。医療機関の窓口で

の本来請求額が2,000円となります３歳以上、就

学前の患者さんが通院する場合の例でございま

す。イメージ図の左側にございますけれども、

下側の一番下の網かけ部分ですが、ここが患者

さんが支払われる部分ということで、自己負担

額は800円のみとなります。残りの1,200円につ

きましては、医療機関から市町村のほうに請求

を行うことになります。この1,200円を県と市町

村が２分の１ずつ、それぞれ600円を負担すると

いうのがこの事業の仕組みとなっております。

説明につきましては、以上でございます。

○太田委員長 説明が終わりましたけれども、

委員の皆さんから何か質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、ないようですので、

以上をもって福祉保健部を終了いたします。執

行部の皆様、大変お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時54分休憩

午後２時59分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うことになっていますので、16日に行いたい

と思います。再開時刻は１時30分としたいので

すが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

また、請願についてでありますが、16日に議

案の採決とともに請願の採決も行います。何か

御意見などありましたらお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後２時59分休憩

午後３時０分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。
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その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終わります。

午後３時０分散会
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午後１時29分再開

出席委員（８人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 野 﨑 幸 士

委 員 井 本 英 雄

委 員 宮 原 義 久

委 員 松 村 悟 郎

委 員 田 口 雄 二

委 員 新 見 昌 安

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 弓 削 知 宏

政策調査課主査 大 峯 康 則

○太田委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして賛否も含め、御意見をお願

いしたいと思います。皆さんのほうから議案に

ついて、第３号から第11号までで特別、意見等

がありましたら。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、ないようですので、

議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第３号及び第５号、第６号、第10号、第11

号につきましては、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号及び第５号、第６号、第10号、第11

号につきましては、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

継続審査となっておりました請願第５─１号

でありますが、これは、介護福祉士等修学資金

貸付制度の強化並びに介護福祉士養成に係る離

職者訓練（委託訓練）制度の定員数の拡大を求

める意見書の提出に関する請願についてであり

ますが、当請願につきましては、事業に対する

国庫負担割合が引き上げられるなど、請願提出

時と状況が変わっておりますので、請願者から

取り下げ申出書が提出されたところであります。

取り下げの申し出を了承することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 御異議ありませんので、取り下

げを了承することに決定いたします。

次に、請願第15号後期高齢者医療制度の保険

料軽減特別措置の継続等を求める意見書提出の

請願についてでありますが、この請願の取り扱

いも含め、御意見をお願いしたいと思います。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 請願第15号については、採決と

の意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、請願第15号の賛否を

お諮りいたします。請願第15号について採択す

平成28年９月16日(金)
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べきものとすることに賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

○太田委員長 挙手全員。よって、請願第15号

は採択することに決定いたしました。

ただいま請願第15号が全会一致で採択となり

ましたが、この請願は意見書の提出を求める請

願であります。お手元に配付の意見書案につい

て、何か御意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 では、お諮りいたします。意見

書案の内容につきましては、意見書案のとおり、

当委員会発議とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 御異議ございませんので、その

ように決定いたします。

次に、請願第16号宮崎県議会よりスティッフ

パーソン症候群を指定難病とするよう国の関係

機関に意見書を提出していただくよう求める請

願についてでありますが、この請願の取り扱い

も含め、御意見をお伺いしておきたいと思いま

すが、ありませんか。

〔「採決」、「継続」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 継続が出ましたので、継続を先

にお諮りいたします。請願第16号を継続審査と

することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○太田委員長 挙手少数。よって、請願第16号

を継続審査とすることは否決されました。

ただいま継続審査とすることは否決されまし

たので、これからは採択または不採択のいずれ

かをお諮りすることになります。これからすぐ

に採決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、請願第16号の賛否を

お諮りいたします。

なお、態度保留の場合は退席したものとみな

しますので御了承ください。

請願第16号について採択すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○太田委員長 挙手多数。よって、請願第16号

は採択とすることに決定いたしました。

ただいま請願第16号が賛成多数で採択となり

ましたが、この請願は意見書の提出を求める請

願であります。委員会発議として提出する場合、

全会一致の決定が必要でありますので、今回、

委員会発議については見送ることといたします。

なお、この意見書案の取り扱いについては、

それぞれの賛成会派または賛成議員で提出につ

いて御検討をいただくことになりますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、請願第17号子どもの医療費無料化を中

学校卒業まで引き上げることを求める請願につ

いてでありますが、この請願の取り扱いも含め、

御意見をお伺いいたします。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 継続ですか。継続ということで

すが、もし意見があれば、この場で。いいです

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、お諮りいたします。

請願第17号を継続審査とすることに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○太田委員長 挙手多数。よって、請願第17号

は継続審査とすることに決定をいたしました。

それでは、請願の審査を終わりまして、次に、

委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について御意見を
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お伺いいたします。委員長報告全体につきまし

て、何か意見がありましたら。

○前屋敷委員 今回、看護大の法人化の議案が

３つほど出されたということで、かなり委員会

でもいろいろやりとり、質疑もさせてもらった

んですけれど。やはり法人化してメリットの部

分、デメリットの部分があると思うんです。そ

して、やはり委員会で私もいろいろ質問をしま

したけれど、県立でありますし、県の責任とい

うか役割というのは、やっぱり十分に担保をさ

れんといかんと思うんです。やっぱりこれから

先、財産、建物、土地含めて看護大に委ねると

いうこともあったりすれば、いろんな面で一定

責任を大学に負わされると、運営を含めて出て

くることは間違いないわけで。だからといって、

やっぱり県がその分、見過ごすことがあっては

ならないし、やはり優秀な看護の人材を育てて

いくという大きな責任もありますので、あくま

でも県の責任というのは、しっかり担保するこ

とが必要だということは、きっちり委員会から

も意見として述べておくことが大事かなと思い

ますので、ぜひその辺はお願いしたいと思いま

す。

○井本委員 異論もあるところです。私は、やっ

ぱり大学は基本的に学の自由、学問の独立とい

うものが保障をされなきゃいかんのです。とい

うことは、本当は行政の関与はできるだけ、干

渉を避けるというのが本来あるべき姿だと思う

んです。国立とか公立というのは日本だけの話

でしょう、東南アジアはあるみたいだけど。本

来学問の場というのは私立です。日本は、国公

立があるわけやけど。だから、本当学問は、で

きるだけ行政は触らないと。我々はやっぱり県

が金を出せば当然文句をつけるわけです。こう

しろ、ああしろと。大学というところは、それ

があっちゃ本当はいかんわけです。私は、これ

は時代の流れに沿っているという。行政からで

きるだけ離れたところにおるというのは、学問

として私はそうあるべきだと思っているんです

が。

○前屋敷委員 確かにそうだと思います。やっ

ぱり学問の府というところはきっちり担保をさ

れんといかんと思いますが、それをどれだけやっ

ぱり県が、県立であるわけですから、しっかり

責任を持って支えていくか。そこに行政から、

それはやっちゃいかん、こうやるべきだという

のは介入だと思いますけれど。そういった意味

では、もっと伸び伸びと県としては教育をつくっ

ていくということが大事かと思います。

○井本委員 行政の長が理事長なんかになるこ

と自体が、理事長を指定をするのか、任命をす

るのか、そういうこと自体も、本来私はあるべ

き姿じゃ、本来の理想的な姿じゃないと思って

いるんです。だけど、それは、今、委員が言う

ように、県が金を出したんだから最後まで責任

を持つべきだ。それは、ある程度筋は通るけれ

ど、やっぱりできるだけ行政の干渉というのは

本来あるべきじゃないという。だから、私はそ

んな悪い流れじゃないと思っているんですが。

○前屋敷委員 私は、法人化をしなければ、自

由に、研究も含めてそういう活動ができないか

というと、そうじゃないと思うもんですから。

○太田委員長 常任委員会でも質疑があったよ

うに、突発的な出費が大学にあった場合は、県

はきちっと、それは面倒を見ますよねというこ

とでは確認をされましたので。そういった、特

に予算面でのことはきちっと県は見ていかない

かんよというところは、皆さん、認めていただ

いたことかなと思います。学問の自由とかいう

ところは、確かに言われるところもそれぞれは
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認めるところですから、一応そういうことで、

委員長にお任せいただくといいかなと。県内就

職率が高まるようなところになるといいですね

という思いであるかなと思います。

ほかにありませんか。

○井本委員 県病院です。基本計画は一応まと

まって、今度は実施計画という話でしたけれど。

この前は出てなかったんだけれど。大体あんな

形でまとまりつつあるんだけれど、やっぱり38

年で建てかえなきゃならんかったということに

対して、私は反省をせないかんと。また、同じ

ようなことをやったら、本当これは税金の無駄

遣いです。だから、本当にしっかりしたものを

つくってほしいということ。その辺をやっぱり

はっきり言ってほしい。

○太田委員長 あれは38年でしたね。その辺の

問題も出ました。

○井本委員 基本的に50年もたせるのが普通や

から。それを、12年前倒しして、しかも、何が

悪くなったって水回りが悪くなったと。病院と

しての規模が小さくなった、機能が果たせなく

なったというのならわかるけれど、水回りが悪

くなった。それこそ見通しが悪かったという話

だから。本当税金の無駄をせんように、しっか

りしたものをひとつつくってもらいたい。

○太田委員長 ほかにありませんか。こういう

のを入れてほしいとか、こうあってほしいとか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、委員長報告につきま

しては、正副委員長に御一任いただくことで御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

閉会中の継続調査についてお諮りいたします。

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する

調査につきましては、閉会中の継続調査といた

したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時45分休憩

午後１時50分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

10月31日の閉会中の委員会につきましては、

ただいま御協議いただいた内容で委員会を開催

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時51分閉会


